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プライバシーポリシーの適切な同意取得に向けた
表現・表示方法に対する利用者評価の調査
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概要：近年，デジタル端末が普及し，多くのオンラインサービスが提供されている．サービス提供者は，
サービスを通じて利用者から多くのパーソナルデータを取得し，様々な目的に活用している．その際，サー
ビス提供者はプライバシーの配慮のため，データの取扱いについて説明したプライバシーポリシーを利用
者へ提示している．一般的にプライバシーポリシーは契約形式の文章で提示されることが多いが，この形
式では利用者が適切に内容を理解したうえでサービス利用とデータ提供について判断ができているとはい
えない状況である．一方でサービス提供者には，どのような表現・表示方法が適切なのかが分からないこ
とにより困惑が生まれてしまっていたり，または逆にプライバシーポリシーを利用者の目に触れにくくし
ようとする意向が生まれてしまっていたりする．そのため，利用者のプライバシー保護のためにもサービ
ス提供者のパーソナルデータ利活用ビジネスの推進のためにも，プライバシーポリシーの表現・表示に対
して利用者がどのような反応をするかを明らかにする必要がある．そこで本研究では，複数のプライバ
シーポリシーの表現・表示方法に関して，オンラインサービス利用者に対するグループインタビュー・ウェ
ブアンケートを行うことで評価をし，適切な表現・表示方法を模索した．
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Abstract: Recently, many online services are being provided for digital devices. Service providers collect a
lot of users’ personal data through the online services, and process them for various purposes. They show
privacy policy in order to provide users opportunities to access to the information about their data processing.
However, in most cases, privacy policy is too long and contains too many legal terms for the average users
to understand the contents. On the other hand, as the best way to express and represent privacy policy’s
contents is still unclear, some service providers have some trouble in designing it, and rather, some of them
have intention to hide privacy policy. For both protecting users’ privacy and promoting service providers’
business, it is important to reveal how users react to expression and representation of privacy policy. In order
to investigate it, we conducted focus group interview and web survey, and then evaluate some privacy policy
expressions and representations.
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1. はじめに

近年，パソコン・スマートフォン等のデジタル端末が広

く普及し，多くのオンラインサービスが提供されている．
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サービス提供者は，デジタル端末利用者から日常的な位置

情報やウェブ閲覧履歴等の細やかなパーソナルデータを取

得できるようになった．それにともない，端末から取得さ

れたパーソナルデータをマーケティングやパーソナライ

ゼーション等の様々な目的に活用しようとするサービス提

供者が増えている．

サービス提供者がパーソナルデータを取得・利用する際

は，利用者のプライバシーの保護のため，利用者に対しプ

ライバシーポリシー（パーソナルデータの取扱いにまつわ

る取り決め）を通知・公表をすること，一部については同

意取得を行うこと等が，個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 57 号．以下，個人情報保護法と呼ぶ）や

EU一般データ保護規則*1等により求められている．これ

は，利用者がサービスを利用する際に自分のプライバシー

への影響を把握する機会を設けることが利用者のプライバ

シー保護に資するという思想にのっとったものである．

それに対し，一般的にオンラインサービスでは，プライ

バシーポリシーの内容を法律専門用語の多い契約形式の

文書の形でウェブページ上に提示し，それと合わせて画面

上に配置した「同意する」のボタンを利用者にクリックし

てもらうことで利用者への一連の説明・同意取得とするの

が慣例になっている．しかし，この形式では利用者はその

内容を十分に理解できていないとする数多くの指摘があ

る（たとえば，文献 [1]）．「プライバシーポリシーの記載

のあるオンラインサービスでは個人情報の第三者提供は行

われない」と誤った解釈をしている人が 6割以上もいると

いう米国での 2009年の調査結果 [2]や 3割の人はほとん

どプライバシーポリシーの記載を読まないという日本での

2012年の調査結果 [3]がその主張を裏づけている．プライ

バシーポリシーを記した長大な文書のなかの一部に位置情

報の第三者提供のことが記載されていてもそれだけでは適

切な同意にはあたらないと行政機関が行政指導を執った事

例もある [4]．

そのようななか，オンラインサービスにおける分かりや

すい説明の基準がとりまとめられた行政機関による提言も

存在する [5], [6]が，サービス提供者にとっては，説明には

絵を用いるべきか，同意ボタンの配置はどうするか等これ

らには定められていない多くの細かい表現・表示方法の選

択肢があり，弁護士が同意画面での適切な同意の取り方を解

説している文献ではどのような表現・表示が適切か分から

ず困っているサービス提供者の存在が述べられている [7]．

さらにこの文献では，パーソナルデータの利用に関する

記載を利用者の目になるべく触れないようにする意向を

*1 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016
on the protection of natural persons with regard to the pro-
cessing of personal data and on the free movement of such
data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Pro-
tection Regulation).

サービス提供者が持つ場合についても述べられている．

ウェブサービスの申込画面には，利用規約は掲

載されておらず，利用規約へのリンクさえも設置

されていませんでした．あくまでも，ログイン後

のサイトのフッターに，利用規約のページヘのリ

ンクが，小さく設置されているだけでした．……

（中略）……その相談を受けたウェブサービスは，

ユーザーの行動履歴を収集して，匿名化した上

で第三者に販売するという，流行りのビッグデー

タ的なビジネスでした．この，行動履歴の収集に

ついての許諾の規定を利用規約に盛り込んでい

たのですが，行動履歴の収集を嫌がるユーザーが

多いと考え，なるべく利用規約がユーザーの目に

触れないよう，そのようなサイトの設計にしたと

のことでした．ですが，このような騙し討的な手

法*2では，常識的に考えれば分かるとおり，利用

規約への同意が取れているとは言えません．

本研究では，サービス提供者が適切な説明の仕方が分か

らず困惑してしまったり「騙し討的な手法」への意向を起

こしてしまったりするのは，プライバシーポリシーの表現・

表示が利用者の理解と抵抗感へ与える影響が分かっていな

いことが原因ではないかと考え，4種類のプライバシーポ

リシーの表現・表示方法に着目し，利用者がそれぞれどう

感じるのかを 3種類の評価軸を用いて調査した．各比較評

価の傾向と利用者属性ごとの特徴についてグループインタ

ビューと先行研究から仮説の導出を行い，ウェブアンケー

トの結果から各仮説の検証を行った．

本研究による貢献は，適切な同意取得に有効なプライバ

シーポリシーの表現・表示方法を明らかにするための一助

となる知見が得られたことである．適切な表現・表示方法

が分からない現状において，多くのサービス提供者は，プ

ライバシーポリシーの理解しやすさを高めるとサービス利

用意向が下がるのではないかという懸念を持つのではない

かと思われる．そういった状況のままでは，一部のサービ

ス提供者による不適切な説明は跡を絶たず，利用者がデー

タの取扱いについて理解できないまま「同意」するという

状況が改善されない．つまり，サービス提供者が行政指導

を受けたり騙し討的な手法をとってしまい法令違反の状態

になったりする前述のような例が，今後も出続けてしまう

と考えられる．本研究による知見は，上記のようなサービ

ス提供者がかかえがちな懸念を排除し，かつプライバシー

ポリシーを具体的に表現・表示する際の参考にできる有用

な指針になると考える．これは，不適切な同意がなされて

しまっている問題を解消する 1つの糸口になると考える．

本稿において「プライバシーポリシー」は，サービス提

供者がサービスにおいて収集した個人情報をどう扱うのか

*2 太字筆者．
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を定めた方針のことを指す．一般的にその内容は利用規約

の一部として記載されている場合もある．また，「表現方

法」とは利用者に対する情報の伝達形式（言語，図解等）

のことを指し，「表示方法」とは利用者に対する情報の配置

手法（情報の配置の優先順位，配置の階層等）を指す．

本稿の構成は以下のとおりである．2章にて関連研究に

ついて記した後，3章にて本研究における調査関心対象の

設定の理由を述べ，4章にてグループインタビュー・先行研

究に基づいた仮説の導出について論じる．5章では，ウェ

ブアンケートの結果に基づき，各仮説の検証結果を述べる．

6章では，仮説の検証結果から得られる解釈および，本研

究結果の解釈に関する注意点について述べる．7章にて本

稿のまとめと今後の課題を記す．

2. 関連研究

人間がプライバシーに関して適切な意思決定ができない

ことが多いことを問題視し，情報の提示の仕方がプライバ

シーに関する人間の意思決定に与える影響を明らかにし

ようする研究は，数多くなされている．その研究動向は，

ナッジ*3の考え方を適用し，Acquistiらにより整理してま

とめられている [8]．

プライバシーに関する意思決定については，意思決定す

る際に提示される情報について，その内容によっても，表

現や表示の仕方によっても大きく差異が出ることが分かっ

ている．

提示情報の内容とデータの提供行動の関係について実験

調査したものとしては，たとえばプライバシーポリシーの

リンクの有無 [9]，あとで自分自身で自分の情報を自由に

消すことができるという記載の有無 [10]，データの外部公

開に関する情報の記述の曖昧さ [11]，iOSのパーミッショ

ン要求の説明文における利用目的の説明の有無 [12]，複数

のショッピングサービスのプライバシー評価の記載の有

無 [13]に着目したもの等がある．

表現や表示の仕方とデータの提供行動の関係について

は，プライバシーポリシーの表現が長く法律的か短く直接

的か [9]，アンケートデータ提供の同意画面のタイトルがプ

ライバシーを意識させるものかどうか [14]，データ提供の

同意を問う際に「許可しますか」と問うのか「拒否します

か」と問うのか [15]，悪事を働いた経験を聴取するウェブ

ページのデザインがカジュアルかフォーマルか [16]に着目

したもの等がある．

これらはすべてデータの提供行動の実験をすることで直

接調査しているため，実験参加者数は小規模なものとなっ

ている．それに対し，本研究では「理解しやすさ」，「信頼

感」，「サービス利用意向」という 3つの利用者の主観的な

*3 ナッジ（nudge）とは，行動経済学で提唱された，人々が自身の
判断に基づいて望ましい行動を選択するよう促す仕掛けや手法を
示す用語である．

印象を元にした評価軸を設定して質問紙調査をし，大規模

に調査参加者を集めその傾向を分析している点が上記の研

究とは異なる．また，本研究では表現および表示の違いに

ついて，絵を交えるか文字のみで説明するか，利用目的の

文章は長く具体的か短く概要的か，同意画面において同意

ボタンの設置場所はプライバシーポリシー提示場所の上か

下か，同意画面でプライバシーポリシーについて表示する

情報はどうすればよいか，の 4点に着目して，上記 3つの

観点から評価を行ったが，これらはいずれも既存研究では

直接的に調べられていない．

3. リサーチクエスチョンと，調査対象とする
表現・表示方法および評価軸の設定

3.1 リサーチクエスチョンの設定

前章で述べたようなプライバシーポリシーの表現・表示

にまつわるサービス提供者の困惑や，利用者の目に触れら

れにくくしようという意向を解消するためには，最終的に

はプライバシーポリシーの各表現・表示に対する利用者の

行動の違いを明らかにすることが求められる．しかし，実

際の利用者の行動を観察することは難しいため，本研究で

は各表現・表示に対する利用者の評価を評価軸として設定

して調査することにし，以下のように 1つ目のリサーチク

エスチョンを設定した．

RQ1 プライバシーポリシーの様々な表現・表示方法に対

して，サービス利用者はそれぞれどのような評価をす

るか．

また，利用者の属性による評価傾向の違いを明らかにす

ることで表現・表示方法の細かい配慮の必要性について考

察することができるため，以下のように 2つ目のリサーチ

クエスチョンを設定した．

RQ2 プライバシーポリシーの様々な表現・表示方法に対

する各評価は，利用者属性により違いがあるか．

本研究では，上記リサーチクエスチョン RQ1，RQ2に

対し，表現・表示方法，利用者評価，利用者属性のそれぞ

れについて，以下のような具体的な項目に着目し，各関係

について仮説を立てた．

プライバシーポリシーの表現・表示方法� �
( 1 )【表現】文字のみでの説明と，絵を交えた説明

( 2 )【表現】利用目的の長く具体的な説明と，短く概

要的な説明

( 3 )【表示】同意画面におけるプライバシーポリシー

と同意ボタンの上下配置

( 4 )【表示】同意画面でプライバシーポリシーについ

て表示する情報（[リンク]，[全文]，[リスク,リン

ク]，[ベネフィット,リスク,リンク]）
� �
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利用者の評価� �
(a) 理解しやすさ

(b) 信頼感

(c) サービス利用意向
� �
利用者属性� �

(α) プライバシー反応行動を起こした経験があるか
� �
以下，3.2～3.4節にてこれらの観点に着目した理由を具

体的に述べる．

3.2 調査対象とするプライバシーポリシーの表現・表示

方法の選定

(1)文字のみでの説明と，絵を交えた説明

現在プライバシーポリシーは，法律分野の専門用語を交

えた長い文章で厳密に表現されていることが多いが，その

ような表現は内容が一般の利用者には伝わりにくいと考え

られる．2018年 5月に施行された先進的なプライバシー

保護規則である EU一般データ保護規則においてもプライ

バシーポリシーの内容を利用者へ理解しやすく伝える方法

として，アイコンの利用が例示されている*4ように，絵の

利用は効率的な情報の伝達に効果的だと考えられている．

そこで本研究では，プライバシーポリシーの表現方法と

して，図 4 と図 5 に示すような，文字のみでの説明と，絵

を交えた説明との違いに着目した．

(2)利用目的の長く具体的な説明と，短く概要的な説明

日本における調査結果 [3]によると，プライバシーポリ

シーをほとんど読まないと回答した人のうち，その理由を

「めんどうくさいから」と回答した人の割合は 8割以上で

あった．利用者が，プライバシーポリシーの内容を理解す

るための「読む」という行動を起こすためには，その表現・

表示に接した際のその「めんどうくささ」を取り除くこと

が第一に考えられる．

「読むめんどうくささ」の認知を低くするためには，プ

ライバシーポリシーの表現について，その説明を短くする

ことが考えられるが，短く説明しようとして概要的な説明

のみを残し，具体的な情報を削ってしまうと逆に詳しい理

解への阻害となりうる．特に，利用目的に関しては「本人

にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特

定」して説明すべきだと個人情報保護法ガイドライン*5に

は記されている．

利用者のプライバシーポリシーの理解には，短く概要的

な説明による読解コストの削減と，長く具体的な説明によ

る詳しい内容への理解の促しと，どちらの影響が最終的に

*4 Regulation 2016/679, GDPR, art. 12(7), 2016 O.J. (L 119)
40 (EU).

*5 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）
（平成 28 年個人情報保護委員会告示第 6 号）．

大きいかは明らかではない．

そこで本研究では，図 8 と図 9 に示すような，プライバ

シーポリシーの表現における，利用目的の長く具体的な説

明と短く概要的な説明の違いに着目した．

ただし本稿では，「説明の長短」として，「説明全体の分

量の大小」のことを指すこととする．

(3)同意画面におけるプライバシーポリシーと同意ボタン

の上下の配置

利用者から同意を取得する際は，同意ボタンを配置しそ

れをクリックさせることで同意したものとみなすのが一般

的である．サービス提供者の立場に立った場合，サービス

利用開始までの操作数を少なくして利便性をあげるため

に，プライバシーポリシーの記載の位置よりも上部に同意

ボタンを設置することが考えられる．しかし，同意ボタン

を利便性が高くなるように位置を調整して設置しても，利

用者がプライバシーポリシーの内容に関して適切に理解し

て利用判断を行えるかは自明ではない．

そこで本研究では，図 12 と図 13 に示すような，プライ

バシーポリシーの表示場所と同意ボタンの上下の配置に着

目した．

(4)同意画面でプライバシーポリシーについて表示する情

報（[リンク]，[全文]，[リスク,リンク]，[ベネフィット,リ

スク,リンク]）

現在オンラインサービスにおいて，同意画面でのプライ

バシーポリシーの表示は，プライバシーポリシーの内容を

記した説明書きへのリンクの設置（この同意画面を [リン

ク]とする）またはスクロールのできるフレーム内での全文

の表示（この同意画面を [全文]とする）によるものが多い．

しかし，プライバシーポリシーの内容がほとんど読まれ

ていないという調査結果 [3]や，その存在意義は 6割もの

人に誤解されているという調査結果 [2]より，従来のリン

クの設置やフレーム内での表示による説明では利用者が内

容を理解するには不十分である可能性がある．

そこで，プライバシーポリシーの内容へアクセスするた

めの操作数が少なく読む手間や情報を探索する手間が削

減できる手段として，同意画面でプライバシーリスクを要

約・強調して表示し，その直下に従来のプライバシーポリ

シーへのリンクを設置する方法（この同意画面を [リスク,

リンク]とする）に着目した．リスクの強調のため，注意

喚起を促すような感嘆符を用いたアイコンも利用する．た

だし，プライバシーリスクとは，本人のプライバシーが侵

害されるリスクとする．

さらに，人々はリスクを受け入れるか判断する際に，ベ

ネフィットの情報も必要としている [17]．そこで，リスク

のみを強調するのではなく [リスク, リンク] に加えてベ

ネフィットの情報を表示した画面（この同意画面を [ベネ

フィット,リスク,リンク]とする）へも着目した．本画面

では，リスクに関しての注意喚起を促すようなアイコンも
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用いない．

以上より本研究では，同意画面におけるプライバシーポ

リシーの情報の配置として，図 16，図 17，図 18，図 19

に示すような，[リンク]，[全文]，[リスク,リンク]，[ベネ

フィット,リスク,リンク]の 4種類について着目した．

3.3 プライバシーポリシーの表現・表示に対する評価軸

の設定

(a)理解しやすさについての利用者の評価

利用者がデータの提供について適切に意思決定するため

にはプライバシーポリシーの内容を理解する必要がある．

そのためにはまずプライバシーポリシーの表示を読んでも

らうことが必要となるが，読んでもらうためには利用者が

「理解しやすい」と感じる表現・表示が有効である．

そこで，本研究では理解しやすさについての利用者の評

価を 1つ目の評価基準として設定した．

(b)信頼感についての利用者の評価

リスクを受け入れるときに信頼は必要不可欠である [18]．

利用者にとってはパーソナルデータの提供はリスクをとも

なうため，自身のデータの提供先であるサービス提供者へ

の信頼とプライバシーポリシーの表現・表示に対する信頼

が，リスクの受け入れのために必要となる．

そこで，本研究では信頼感についての利用者の評価を 2

つ目の評価基準として設定した．

(c)サービス利用意向についての利用者の評価

サービス提供者は，サービスを多くの利用者に利用して

もらい，より多くのデータを収集して活用することがビジ

ネスの目的のうちの 1 つである．プライバシーポリシー

の表現・表示が利用者のサービス利用意向に与える影響は

サービス提供者にとって大きな関心事の 1つである．

そこで，本研究ではサービス利用意向についての利用者

の評価を 3つ目の評価基準とした．

3.4 着目する利用者属性

(α)プライバシー反応行動を起こした経験のある人とない

人での傾向の違い

利用者がサービスを利用してプライバシーに関する不安

や不満を感じたときは，たとえばサービス提供者への問合

せ，オプトアウト申請，サービス利用回避，SNS等への書

込み等の行動をとることが考えられる．本稿では，この 4

点の行動をプライバシー反応行動と定義する．

プライバシー反応行動を起こした経験がある人とない人

ではパーソナルデータの利用に関する興味関心の度合いが

異なるだろうことは想像がつくが，結果的にプライバシー

ポリシーの表現・表示に対する評価の傾向も異なることが

想定される．

そこで本研究では，プライバシー反応行動を起こした経

験のある人とない人での傾向の違いについても着目した．

4. 仮説導出：グループインタビューと先行研
究の結果から

本章では，4.1節にて仮説の導出のため行ったグループ

インタビューの実施概要，4.2～4.5節にてそれぞれの仮説

の導出過程を記す．

導出した仮説は表 1，表 2 にまとめ，そしてそれらを

図 1 に図示した．

4.1 グループインタビュー実施概要

2017年 11月 3日～4日に，30代以上の首都圏在住の男

女全 35名を対象に東京都内にてグループインタビューを

行い [19]，ふだんの生活場面での自身のプライバシーにか

かわる意識や行動，プライバシーポリシーの内容を通知す

る掲示物に対する評価や行動について，実験を交えつつ 5～

6名ずつの計 6グループに対し聴取した．インタビュー参

加者には交通費および現金 1万円を報酬として支払った．

グループは事前調査によって測定したプライバシー意

識に基づき，各性別について，プライバシー意識の高いグ

ループ，中程度のグループ，低いグループの 3つのグルー

プにそれぞれ分けた（表 3）．各グループで，年代が一定の

分布になるようにした．

また，グループインタビューの事前調査において，プラ

イバシー反応行動をほとんど行わないと回答した人*6は，

インタビュー参加者 35名中 13名いた．

「防犯カメラの二次利用による移動経路分析」を通知・公

表する擬似ポスターとして，図 2 のように文字のみで説

明しているものと，図 3 のように絵を交えたものの 2種

類を作成して実験会場に貼っておき，調査参加者には会場

を歩き回ってもらった後，ポスターについて理解しやすく

感じたか，信頼できると感じたか，内容を読んだか，見た

あとどう行動したか，等の評価および行動についてインタ

ビューを行った．また，ふだんのインターネット利用にお

ける，プライバシーポリシーの表現・表示に対する評価・

行動についてもインタビューをした．

そしてこのインタビューで得た発言の傾向から仮説を導

出した．

4.2 仮説 1：文字のみでの説明と，絵を交えた説明

(a)仮説 1a：理解しやすさとの関係

グループインタビューで，文字のみを用いた通知ポス

*6 ただしここでは，グループインタビューの事前調査での「あなた
がアプリや SNS やオンラインショッピングを利用するときの行
動を教えてください」という設問において「企業に，個人情報の
入手方法や利用について問合せする」，「サイトの閲覧履歴が追跡
されないよう設定する」，「街中やお店の中等防犯カメラがある場
所では，自分が写らないようにする」のすべての行動について
「頻繁に行う」，「ときどき行う」，「どちらともいえない」，「あま
り行わない」，「ほとんど行わない」のなかから「ほとんど行わな
い」を回答した人について述べている．
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表 1 各プライバシーポリシーの表現・表示方法に対する利用者による評価についての仮説

Table 1 Hypotheses about the users’ evaluation of the expression and representation

of privacy policy.

表現・表示方法/

利用者評価

a. 理解しやすさ b. 信頼感 c. サービス利用意向

1. 文字のみでの

説明と，絵を交え

た説明

H1a. 絵を交えた説明の方が，文字の

みでの説明より理解しやすさは高く

評価される

H1b. 絵を交えた説明の方が，文字

のみでの説明より信頼感は高く評価

される

H1c. 絵を交えた説明の方が，文字の

みでの説明よりサービス利用意向は

低く評価される

2. 利用目的の長

く具体的な説明

と，短く概要的な

説明

H2a. 利用目的の説明は，短く概要的

な説明である方が，長く具体的な説

明であるより理解しやすさは高く評

価される

H2b. 利用目的の説明は，長く具体

的な説明である方が，短く概要的な

説明であるより信頼感は高く評価さ

れる

H2c. 利用目的の説明は，短く概要的

な説明である方が，長く具体的な説

明であるよりサービス利用意向は低

く評価される

3. 同意画面にお

ける同意ボタン

とプライバシー

ポリシーの上下

配置

H3a. プライバシーポリシーに対し

て，ボタンは下にある方が，上にある

より理解しやすさは高く評価される

H3b. プライバシーポリシーに対し

て，ボタンは下にある方が，上にあ

るより信頼感は高く評価される

H3c. プライバシーポリシーに対し

て，ボタンは下にある方が，上にあ

るよりサービス利用意向は低く評価

される

4. 同意画面でプ

ライバシーポリ

シーについて表

示する情報

H4a. リスク内容の理解しやすさに

ついて，1番高く評価されるのは [リ

スク,リンク]，2番目は [ベネフィッ

ト,リスク,リンク]，3番目は [全文]，

4 番目は [リンク] である

H4b. サービス提供者に対する信頼

感について，1 番高く評価されるの

は [リスク, リンク]，2 番目は [ベネ

フィット,リスク,リンク]，3番目は

[全文]，4 番目は [リンク] である

H4c. サービス利用意向について，1

番低く評価されるのは [リスク, リン

ク]，2番目は [ベネフィット,リスク,

リンク]，3 番目は [全文]，4 番目は

[リンク] である

表 2 各プライバシーポリシーの表現・表示方法に対するプライバシー反応行動を起こした経

験のある人とない人の評価の違いについての仮説

Table 2 Hypotheses about the difference in the evaluation tendency between the users

who have experience in “privacy behavior” and those who have not.

表現・表示方法/

利用者評価

a. 理解しやすさ b. 信頼感 c. サービス利用意向

1. 文字のみでの

説明と，絵を交え

た説明

H1αa. 理解しやすさについて，絵を

交えた説明を文字のみでの説明より

高く評価する程度は，プライバシー

反応行動経験のない人の方が経験の

ある人に比べて強い

H1αb. 信頼感について，絵を交えた

説明を文字のみでの説明より高く評

価する程度は，プライバシー反応行

動経験のない人の方が経験のある人

に比べて強い

H1αc. サービス利用意向について，

絵を交えた説明を文字のみでの説明

より低く評価する程度は，プライバ

シー反応行動経験のない人の方が経

験のある人に比べて強い

2. 利用目的の長

く具体的な説明

と，短く概要的な

説明

H2αa. 理解しやすさについて，短く

概要的な説明を長く具体的な説明よ

り高く評価する程度は，プライバシー

反応行動経験のない人の方が経験の

ない人に比べて強い

H2αb. 信頼感について，長く具体的

な説明を短く概要的な説明よりも高

く評価する程度は，プライバシー反

応行動経験のある人の方が経験のな

い人に比べて強い

H2αc. サービス利用意向について，

短く概要的な説明を長く具体的な説

明よりも低く評価する程度は，プラ

イバシー反応行動経験のない人の方

が経験のある人に比べて強い

3. 同意ボタンと

プライバシーポ

リシーの上下配

置

H3αa. 理解しやすさについて，プラ

イバシーポリシーに対してボタンが

下にある表示を上にある表示より高

く評価する程度は，プライバシー反

応行動経験のある人の方が経験のな

い人に比べて強い

H3αb. 信頼感について，プライバ

シーポリシーに対してボタンが下に

ある表示を上にある表示より高く評

価する程度は，プライバシー反応行

動経験のある人の方が経験のない人

に比べて強い

H3αc. サービス利用意向について，

プライバシーポリシーに対してボタ

ンが下にある表示を上にある表示よ

り低く評価する程度は，プライバシー

反応行動経験のない人の方が経験の

ある人に比べて強い

ター（図 2）と絵を交えたポスター（図 3）について，伝

わりやすいと評価した人はそれぞれ，

文字のみのポスター：5人（有効回答数 34人）

絵を交えたポスター：25人（有効回答数 35人）

と，絵を交えたポスターの方が多い傾向にあった*7．

また，絵を交えてプライバシーポリシーの内容を表現し

提示した実例のオンラインサービスの画面に対する「理解

しやすさ」に関する意見を聴取すると「とりあえずとっつ

きは字だけよりは，見てみようという意欲はわく」，「見や

すくなるから読むかもしれない」，「ユーザーにとっては優

*7 同調査において調査参加者らは，両ポスターに対するそれぞれの
印象を尋ねたアンケートが配布され，「伝わりやすいと思うか」等
の質問に，「そう思う」から「そう思わない」まで 5 段階で評価
をした．ここでは，5段階のうち「そう思う」に近い 2値を選択
回答した人数を報告している．
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図 1 本研究で立てた仮説の図式化

Fig. 1 Diagram of the hypotheses.

表 3 グループインタビューでのグループ分け

Table 3 The six groups which we divided subjects into for the

focus group interviews.

プライバシー意識/性別 男性 女性

高い 6 名 6 名

中程度 6 名 6 名

低い 6 名 5 名

図 2 グループインタビュー実施時に見学実験会場で貼付していた，

文字のみを使用したポスター

Fig. 2 The poster containing only letter which was attached

through the experiment before the focus group inter-

views.

しい，親切な演出だと思う」等，絵が交えられていることに

よる読む動機や読みやすさの向上について意見があった．

危険を知らせる通知物のデザインは適切な絵を用いれ

ば通知への気づかれやすさも理解度も向上するという報

図 3 グループインタビュー実施時に見学実験会場で貼付していた，

絵を交えたポスター

Fig. 3 The poster containing illustration which was attached

through the experiment before the focus group inter-

views.

告 [20]があり，絵を利用すると理解しやすさが向上すると

いうのはプライバシーと異なる文脈ではすでに検証済みで

ある．以上より，以下の仮説を立てた．

H1a. 絵を交えた説明の方が，文字のみでの説明より理

解しやすさは高く評価される．

(b)仮説 1b：信頼感との関係

グループインタビューにて，図 2 の文字のみのポスター

と図 3 の絵を交えたポスターについて信用できると思うと

評価した人は，それぞれ

文字のみのポスター：16人（有効回答数 34人）

絵を交えたポスター：24人（有効回答数 35人）

と，絵を交えたポスターの方がその評価が高い傾向にあった．

また，絵を交えてプライバシーポリシーの内容を表現し

提示した実例のオンラインサービスの画面に対する「信頼

感」に関する意見を聴取すると「絵にしたほうが，みなさ

んに見てほしいという意思があるんだろうな．信頼度が増

す」，「ある種の金融サイトのように，悪いサイトは『どう

せ読まないだろう』ということで自分のメリットを文章に

入れ込むと思う．絵で分かりやすく書いてあるということ

は『理解してもらいたい』という作り手の意図があるから

信頼する」等，内容を理解してほしいというサービス提供

者側の意図が感じられることで信頼感が増すという肯定的

な意見が多くあった．

以上より，以下の仮説を立てた．

H1b. 絵を交えた説明の方が，文字のみでの説明より信

頼感は高く評価される．
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(c)仮説 1c：サービス利用意向との関係

プライバシーポリシーの説明に絵を交えるか文字のみで

表現するかで利用者の抵抗感にどう影響が出てくるかを考

察する．

絵を交えると文字のみの場合よりも利用者にとって理解

しやすくなるとする（H1a）．すると，プライバシーポリ

シーの表現方法をどうするか迷っているサービス提供者に

とっては，「今までプライバシーポリシーの内容を理解して

いなかった人がその内容を理解するようになると，プライ

バシーを気にして抵抗を感じ，利用を避ける人が増えてし

まうのではないか」という懸念が生じることが想定される．

そこで，この想定される懸念を仮説として立てた．

H1c. 絵を交えた説明の方が，文字のみでの説明よりサー

ビス利用意向は低く評価される．

(α)仮説 1α：プライバシー反応行動を起こした経験があ

る人とない人の評価傾向の違い

グループインタビューにて，プライバシー反応行動をほ

とんど行わない人とそれ以外の人*6文字のみのポスターと，

絵を交えたポスターについての「伝わりやすい」，「信用で

きる」の各評価の点数を比較した結果を表 4，表 5 に示す．

これより，絵を交えたポスターの伝わりやすさをより高

く評価していた人と，そうでない人の割合は，プライバ

シー反応行動を

ほとんど行わない人：12 倍（12 人/1 人．有効回答数 13

人）

それ以外の人：2倍（14人/7人．有効回答数 21人）

と，それ以外の人の方がその割合は低かった．

同様に，絵を交えたポスターの方が「信用できる」の点

数が高かった人と，そうでない人の割合は，プライバシー

反応行動を

ほとんど行わない人：1.2倍（7人/6人．有効回答数 13人）

それ以外の人：0.11倍（2人/19人．有効回答数 21人）

と，こちらもそれ以外の人の方が低い傾向にあった．

これは，1つの要因としては，「撮られた画像は削除され

るのか」，「個人が特定されるデータは保持されないのか」

等，プライバシーに関して知りたい情報が，文字のみのポ

スターには明確に書かれているのに対し，絵を交えたポス

ターからは読み取りづらかったからだと推察される．

2つ目の要因としては，プライバシー反応行動について

「ほとんど行わない」以外の人には，「割と普段から，文字

のあるものは目に入るほうだと思う」，「本は好きでよく読

むし，取説等もきちんと読む」といった発言が見られ，プ

ライバシー反応行動をほとんど行わない人に比べてふだん

から文章を読んでいる傾向にあったが，その習慣・傾向が

影響していたからではないかと推察される．インタビュー

実施前に行った事前調査においても，表 6 に示しているよ

うに，それらの人はプライバシー反応行動をほとんど行わ

ない人に比べて，「サービスを利用し始めるときには，利用

表 4 プライバシー反応行動をほとんど行わない人とそれ以外の人*6

でのポスターに対する「伝わりやすい」の評価の差

Table 4 Difference in the evaluation of poster comprehensi-

bility between those who have little privacy behavior

experience and those who do not.

ポスターの伝わりやすさの

評価

文より絵

が高い

絵と文は

同列

絵より文

が高い

計

プライバシー

反応行動

ほとんど

行わない

12 名 0 名 1 名 13 名

それ以外 14 名 6 名 1 名 21 名

表 5 プライバシー反応行動をほとんど行わない人とそれ以外の人*6

でのポスターに対する「信用できる」の評価の差

Table 5 Difference in the evaluation of poster trust between

those who have little privacy behavior experience and

those who do not.

ポスターの信頼感の評価

文より絵

が高い

絵と文は

同列

絵より文

が高い

計

プライバシー

反応行動

ほとんど

行わない

7 名 6 名 0 名 13 名

それ以外 2 名 17 名 2 名 21 名

表 6 プライバシー反応行動をほとんど行わない人とそれ以外の人*6

でのプライバシーポリシーを読む習慣の差

Table 6 Difference in the frequency of reading privacy poli-

cies between those who have little privacy behavior

experience and those who do not.

利用規約やプライバシーポリ

シーを読む

ほとん

ど行わ

ない

あまり

行わな

い

どちら

とも言

えない

ときど

き行う

頻繁に

行う

計

プライバシー

反応行動

ほとんど

行わない

6 名 3 名 0 名 4 名 0 名 13 名

それ以外 4 名 3 名 2 名 8 名 5 名 22 名

規約やプライバシーポリシーを読む」の項目について行う

頻度が多いと答えた人が多かった*8．

これらより，プライバシーポリシーの表現に絵を交えて

「理解しやすく工夫」されていることによる理解しやすさ・

信頼感への影響は，プライバシー反応行動をほとんど行わ
*8 ただしここでは，グループインタビューの事前調査での「あなた
がアプリや SNS やオンラインショッピングを利用するときの行
動を教えてください．」という設問において「サービスを利用し
始めるときには，利用規約やプライバシーポリシーを読む」につ
いて「頻繁に行う」，「ときどき行う」，「どちらともいえない」，
「あまり行わない」，「ほとんど行わない」，のなかから「頻繁に行
う」，「ときどき行う」のどちらかを回答した人について述べてい
る（表 6）．該当者は，プライバシー反応行動をほとんど行わな
い人 13 人中 4 人（31%）であったのに対し，それ以外の人 22
人中 13 人（59%）であった．さらに「頻繁に行う」への回答者
に限ると，ほとんど行わない人 13 人中 0 人（0%），それ以外の
人 22 人中 5 人（23%）であった．
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ない人の方が大きそうだといえるが，これはプライバシー

反応行動経験の有無による差異ではないかと考え，以下の

仮説を立てた．

H1αa. 理解しやすさについて，絵を交えた説明を文字の

みでの説明より高く評価する程度は，プライバシー反

応行動経験のない人の方が経験のある人に比べて強い．

H1αb. 信頼感について，絵を交えた説明を文字のみでの

説明より高く評価する程度は，プライバシー反応行動

経験のない人の方が経験のある人に比べて強い．

逆に，サービス利用意向については，「絵を交えて理解

しやすく伝わるよう工夫されたことによって今まで理解で

きなかったプライバシーポリシーの内容を理解できるよう

になり，プライバシーの懸念が増えて利用への抵抗感が増

す」という人は，ふだんからプライバシーポリシーを読む

傾向が低くその内容への理解度も低いと想定されるプライ

バシー反応行動経験のない人の方が多いのではないかと考

察した．

H1αc. サービス利用意向について，絵を交えた説明を

文字のみでの説明より低く評価する程度は，プライバ

シー反応行動経験のない人の方が経験のある人に比べ

て強い．

4.3 仮説 2：利用目的の長く具体的な説明と，短く概要的

な説明

(a)仮説 2a：理解しやすさとの関係

プライバシーポリシーの文章は，法律用語が多用される

長い説明より，直接的で短い説明の方が理解しやすさにつ

いて高く評価されることが実験により示されている [9]．

法律用語の多少の影響を除いたとしても，多くの人は，

説明が長いと内容を理解するための行動を起こすのを面倒

に感じ，結果として理解しやすさは低く感じると思われる．

ただし，同じ内容の事柄を長い文章と全体的に短い文章

のそれぞれで説明しようとすると，長い文章は相対的に具

体的な説明になり，短い文章は相対的に概要的な説明にな

ることが多い．

以上より，以下の仮説を立てた．

H2a. 利用目的の説明は，短く概要的な説明である方が，

長く具体的な説明であるより理解しやすさは高く評価

される．

(b)仮説 2b：信頼感との関係

個人情報保護法では，できる限り利用目的を特定するこ

とが求められており，同法ガイドライン（通則編）では，

「消費者等本人との信頼関係を構築し事業活動に対する社

会の信頼を確保するために」，プライバシーポリシーを公

表し，「あらかじめ，対外的に分かりやすく説明すること」

が有効だとしている．そして，そこで記載すべきもののう

ちの 1つである利用目的については，「本人にとって一般的

かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定」して説明す

べきだとされている．利用目的の具体的な説明はデータが

どう利用されるのかについて本人が想定することを助け，

それが信頼につながると考えられている．

これにのっとり，以下の仮説を立てた．

H2b. 利用目的の説明は，長く具体的な説明である方が，

短く概要的な説明であるより信頼感は高く評価される．

(c)仮説 2c：サービス利用意向との関係

現在，ほとんどの人はプライバシーポリシーを読んでお

らず，その内容を理解していない [2], [3]．現状（長いプラ

イバシーポリシー）においてほとんど読まない人は，短い

説明の方が，読もうという動機が起きやすくなると考えら

れる．

すると，プライバシーポリシーの表現方法をどうするか

迷っているサービス提供者にとっては，「サービス利用時

にプライバシーポリシーを今まで読んでいなかった大多数

の人が説明に目を通すようになると，プライバシーを気に

するようになって抵抗を感じ，利用を避けるようになるの

ではないか」という懸念が生じることが想定される．

そこで，この想定される懸念を仮説として立てた．

H2c. 利用目的の説明は，短く概要的な説明である方が，

長く具体的な説明であるよりサービス利用意向は低く

評価される．

(α)仮説 2αプライバシー反応行動を起こした経験がある

人の傾向

表 6 にて示したように，プライバシー反応行動経験の

ある人はない人*6よりもプライバシーポリシーを読む頻度

は高い．また，表 7 に示したように，「プライバシーポリ

シー」を知っているかという質問について「なんとなく

知っている」，「説明できる程度に知っている」と答え，プ

ライバシーポリシーの認知度・理解度が比較的高く見られ

た人の割合も，プライバシー反応行動経験のある人の方が

高かった．

以上のことから，プライバシーポリシーの形式が長く具

体的な説明であることが多い現状において，プライバシー

反応行動経験のある人の方がプライバシーポリシーに対す

る認知度・理解度が高いならば，それより短く概要的な説

明を理解しやすいと評価する程度は，プライバシー反応行

動経験のない人の方が強いと仮説を立てた．

以上より，理解しやすさについて，以下の仮説を立てた．

H2αa. 理解しやすさについて，短く概要的な説明を長く

具体的な説明より高く評価する程度は，プライバシー

反応行動経験のない人の方が経験のある人に比べて

強い．

プライバシー反応行動経験のある人は自分のデータがど

う利用されるかについてより関心が強いとすると，詳細を

知ることができる長く具体的な説明を，短く概要的な説明

より信頼感高く評価する程度は，経験のない人より強いと

考えられる．
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表 7 プライバシー反応行動経験のある人とない人*6でのプライバ

シーポリシーの認知度の差

Table 7 Difference in the recognition level of privacy policy

between those who have little privacy behavior expe-

rience and those who do not.

プライバシーポリシーを知って

いるか

まった

く知ら

ない

聞いた

ことが

ある

なんとな

く知って

いる

説明でき

る程度に

知ってい

る

計

プライバシー

反応行動

ほとんど

行わない

0 名 5 名 4 名 4 名 13 名

それ以外 0 名 4 名 11 名 7 名 22 名

以上より，信頼感について，以下の仮説を立てた．

H2αb. 信頼感について，長く具体的な説明を短く概要的

な説明より高く評価する程度は，プライバシー反応行

動経験のある人の方が経験のない人に比べて強い．

また，プライバシー反応行動経験のある人は，ない人よ

りも現在プライバシーポリシーを読んでいる割合が高い傾

向にあると考えられるため，「短い説明の方が，読もうとい

う動機が起きやすくなって内容を現状よりも理解するよう

になり，利用への抵抗感が増える」のは，経験のない人の

方がその割合が高いと考えられる．

以上より，利用意向について，以下の仮説を立てた．

H2αc. サービス利用意向について，短く概要的な説明を

長く具体的な説明より低く評価する程度は，プライバ

シー反応行動経験のない人の方が経験のある人に比べ

て強い．

4.4 仮説 3：同意画面におけるプライバシーポリシーと

同意ボタンの上下配置

(a)仮説 3a：理解しやすさとの関係

グループインタビューにて，オンラインサービスの同意

画面における同意ボタンをプライバシーポリシーの表示の

上に配置した場合と下に配置した場合でのそれぞれの評価

を聴取したところ，「上にあったら絶対クリックして下は

読まない」と断言する意見や，「ざっと見て，一応『これ

だ』とパッと目をつけたものを見ることはある．結局下ま

でいくので，1番下にボタンがあるほうがよい」と，軽く

流し読みして下までいくためボタンは下の方が便利だとい

う意見が見られた．

適切な同意取得方法を解説している弁護士らによる文献

でも，利用者が理解しやすくするために，「同意」の過程で

利用規約・プライバシーポリシー等に接触できるような同

意画面の設計が推奨されている [21]．

以上より，以下の仮説を立てた．

H3a. プライバシーポリシーに対して，ボタンは下にある

方が，上にあるより理解しやすさは高く評価される．

(b)仮説 3b：信頼感との関係

グループインタビューでは，「だましじゃないけれど同

意してから後で『書いてあったでしょ』と言われると．上

にボタンがあったら楽だけど，信頼できるかどうかだった

ら下にあるとよい」，「信頼するには下にあるべき．こんな

に上にあったら絶対クリックして下は読まない」と，下に

ある方がだまされている印象が少なく，信頼できるとする

意見が多く見られた．

以上より，以下の仮説を立てた．

H3b. プライバシーポリシーに対して，ボタンは下にあ

る方が，上にあるより信頼感は高く評価される．

(c)仮説 3c：サービス利用意向との関係

グループインタビューでは，「上にボタンがあったら楽だ

けど，信頼できるかどうかだったら下にあるとよい」，「ス

クロールするのが面倒だから，上でよい．どうせ読まない

し」と，利便性の観点から上の方がよいとする意見が多数

見られた．

また，サービス利用開始までに必要な操作が多くなると

面倒に感じてしまい，結果的にサービス利用意向が下がっ

てしまうと想定するのは妥当である．プライバシーポリ

シーの表示方法をどうするか迷っているサービス提供者に

とっては，同意ボタンの位置をプライバシーポリシーの上

にすれば利用者の目に触れる機会を少なくでき，プライバ

シーの懸念を想起する機会を少なくできると想定すること

があるのではないかと考えられる．

以上より，以下の仮説を立てた．

H3c. プライバシーポリシーに対して，ボタンは下にあ

る方が，上にあるよりサービス利用意向は低く評価さ

れる．

(α)仮説 3α：プライバシー反応行動を起こした経験のあ

る人の傾向

プライバシー反応行動を起こした経験のない人は経験の

ある人よりも自分のデータがどう利用されるのかについて

関心が低いとすると，プライバシーポリシーを重視して読

む比率も低いと考えられる．よって，同意ボタンがプライ

バシーポリシーの記載位置の下に配置されているか上に配

置されているかの違いが理解しやすさや信頼感に与える影

響は，経験のない人の方が弱いと考えられる．

以上より，理解しやすさと信頼感については，以下の仮

説を立てた．

H3αa. 理解しやすさについて，プライバシーポリシーに

対してボタンが下にある表示を上にある表示より高く

評価する程度は，プライバシー反応行動経験のある人

の方が経験のない人に比べて強い．

H3αb. 信頼感について，プライバシーポリシーに対して

ボタンが下にある表示を上にある表示より高く評価す

る程度は，プライバシー反応行動経験のある人の方が
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経験のない人に比べて強い．

また，プライバシー反応行動経験のある人はない人と比

べて，プライバシーリスクを重視しプライバシーポリシー

の記載内容を少しでも確認すると考えられる．

サービス利用を開始するまでの簡便さよりプライバシー

リスクの有無を確認することを重視する程度が，プライバ

シー反応行動経験のある人の方が強いとすると，プライバ

シーポリシーの記載の下に同意ボタンがある方がサービス

利用意向を低く評価する程度は，経験のない人よりも弱く

なると考察される．

以上より，利用意向については，以下の仮説を立てた．

H3αc. サービス利用意向について，プライバシーポリ

シーに対してボタンが下にある表示を上にある表示よ

り低く評価する程度は，プライバシー反応行動経験の

ない人の方が経験のある人に比べて強い．

4.5 仮説 4：同意画面でプライバシーポリシーについて

表示する情報

本研究では，3.2 節 (4) で述べたように，[リンク]・[全

文]・[リスク,リンク]・[ベネフィット,リスク,リンク]の

4種類の表示方法に着目した．本節で述べる仮説導出の一

部は，筆者らによる以前の報告 [22]での考察を元にしてい

る*9．

(a)仮説 4a：理解しやすさとの関係

仮説 4aに関しては，特に「リスク内容に関する理解し

やすさ」という観点で仮説を立てる．

グループインタビューでは，オンラインサービスで利用

規約やプライバシーポリシーへのリンクをふだんからク

リックして内容を読んでいるという人はいなかった．

同意画面にプライバシーポリシーの全文をフレーム内に

表示した [全文]は，[リンク]とは違い，利用者自身によっ

てリンクをクリックする操作の必要なくその存在を簡単に

認知できる点で，理解しやすさは [リンク]より [全文]が高

く評価されると考えられる．

しかし，知りたい情報を探し出すにはフレーム内をスク

ロールして読む必要があり，労力を必要とする．プライバ

シーリスクの情報を同意画面に一目見て分かるよう注意喚

起を促すよう感嘆符を使ったアイコンも用いてリスクを強

調表示した [リスク,リンク]は，利用者の懸念する事項を簡

潔に示しているため長く具体的な文章を読む必要がなく，

内容を理解するために必要な労力が少なくなる点で，リス

クに関する理解しやすさは [全文]より [リスク,リンク]が

高く評価されるといえる．

[リスク,リンク]に加えてベネフィットの情報の表示を

*9 利用意向については，本稿では「プライバシーポリシーの表現・
表示方法に迷っているサービス提供者」に想定される懸念を仮説
として設定しているため，以前の報告 [22] と本稿では一部仮説
が異なっている．

さらに追加しリスクの強調を抑えた [ベネフィット,リスク,

リンク]は，[全文]に比べれば理解に必要な労力が少ない

が，[リスク,リンク]に比べると表示される情報量が増えて

おり，かつリスクも強調せずに表示されているためリスク

内容の理解しやすさへの労力が増え，理解しやすさは，[全

文]より [ベネフィット,リスク,リンク]，[ベネフィット,

リスク,リンク]より [リスク,リンク]が高く評価されると

考えられる．

以上より，理解しやすさに関して，以下の仮説を立てた．

H4a. リスク内容の理解しやすさについて，1番高く評価

されるのは [リスク,リンク]，2番目は [ベネフィット,

リスク,リンク]，3番目は [全文]，4番目は [リンク]

である．

(b)仮説 4b：信頼感との関係

グループインタビューでは，4.2節 (b)でも引用したが，

「『理解してもらいたい』という作り手の意図があるから信

頼する」，「絵にしたほうが，みなさんに見てほしいという

意思があるんだろうな．信頼度が増す」と，利用者の理解

を促すための表現の工夫があると信頼感へつながることを

示す発言や，4.4節 (b)にて引用したように，同意ボタンを

プライバシーポリシーの上に配置することに関して「だま

しじゃないけれど同意してから後で『書いてあったでしょ』

と言われると」と利用者に理解してもらえるような表示が

されていないとだまされている感じがするという発言が見

られていた．

同意画面でプライバシーポリシーについて表示する情報

についても，利用者による理解しやすさの評価が高い画面

ほど信頼感も高いと考え，H4a を元に，以下の仮説を立

てた．

H4b. 信頼感について，1番高く評価されるのは [リスク,

リンク]，2番目は [ベネフィット,リスク,リンク]，3

番目は [全文]，4番目は [リンク]である．

(c)仮説 4c：サービス利用意向との関係

プライバシーポリシーの表示方法をどうするか迷ってい

るサービス提供者にとっては，「プライバシーポリシーの

内容が目に触れやすいほど，プライバシーへの懸念が想起

されやすくなり，サービス利用への抵抗感は起きやすくな

るのではないか」という懸念が生じることが想定される．

H4a導出時での理解しやすさに関する議論をふまえると，

プライバシーポリシーの内容が 1 番目に触れやすいのは

[リスク,リンク]，2番目は [ベネフィット,リスク,リンク]，

3番目は [全文]，4番目は [リンク]だと考えられる．

上記の想定懸念から，サービス利用意向が低くなる順番

は，プライバシーポリシーの内容が目に触れやすくなる順

番と同じになると考えると，以下の仮説が立てられる．

H4c. サービス利用意向について，1番低く評価されるの

は [リスク,リンク]，2番目は [ベネフィット,リスク,

リンク]，3番目は [全文]，4番目は [リンク]である．
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5. 仮説検証：ウェブアンケートの結果より

5.1 ウェブアンケート実施概要

H1a～H4cの各仮説を検証するため，スマートフォン・

インターネット利用者を対象に大規模ウェブアンケートを

行った．ただし，「スマートフォン・インターネット利用

者」とは，スマートフォンをプライベートで直近 1年間に

利用したことがあり，直近 1年間でインターネットを利用

したことがあり，かつ仕事・プライベートで合わせて毎日

平均で 3分以上インターネットを利用している人とする．

2018年 3月 5日～6日に，10代以上の日本国内在住の

調査会社モニター登録者のうち上記の条件に合ったなかか

ら 3,096名（10代の男女各 103名，20代～60代の男女各

289名）を対象に，ふだんのプライバシー意識・行動・リテ

ラシー，プライバシーポリシーの表現・表示に対する認知

や行動，提示物の表現を変えた場合に感じる印象の違い等

について，ウェブアンケートを用いて聴取した．アンケー

トは全部で 30問設定し，調査参加者への報酬は調査会社

の規定に従い支払われた．アンケート回答により報酬が支

払われることは，事前に調査参加者へ周知されていた．委

託先調査会社の意向により報酬額は不開示であった．

本研究では，この調査で得られた結果から各仮説を検証

した．

5.2 プライバシー反応行動経験の有無の測定

プライバシー反応行動経験の有無の測定に用いた質問と

その回答結果を表 8 に示す*10．この結果より，個人情報・

パーソナルデータの取り扱いについて，サービス提供者へ

の問合せ，オプトアウト申請，サービス利用回避，SNS等

への書込みのいずれかの行動を今までに行ったことがある

と回答した人 644人を，プライバシー反応行動経験のある

人とした．

5.3 仮説 1の検証：文字のみでの説明と，絵を交えた説明

文字のみでの説明と絵を交えた説明に対する利用者の評

価を調査するため，回答者に対して，図 4 を「表示 A文字

のみのプライバシーポリシーの提示」の題とともに，図 5

を「表示 Bプライバシーポリシーの他に用意された，絵を

交えた説明書きの提示」の題とともに示し，2つの画像を

横に並べて提示した．「表示 B」は，「表示 A」の内容を情

報量を変えないように絵を交えて説明したものの冒頭部分

であり，右上に「表示 A」の全文表示へとアクセスできる

リンクが貼ってあるよう示唆している．この 2つの表示に

*10「個人情報の取り扱いについて，ご自身が経験・行動したことの
あるものを全て選択してください（複数回答可）」という質問に
対する各項目への回答結果を記している．ただし実際のアンケー
トでは，表 8 に示した 4 項目以外に，プライバシー侵害の被害
経験等を聴く複数の選択肢と「あてはまるものはない」の選択肢
も示されていた．

表 8 プライバシー反応行動の経験についての回答結果（n = 3096）

Table 8 Survey results of privacy behavior experiences.

No 項目 表示した選択肢 回答数 割合

1 サービス提供

者への問合せ

個人情報の取り扱いについて，

サービス提供者に問合せを行う

156 5.0%

2 オプトアウト

申請

個人情報・パーソナルデータの

取り扱いを停止するようオプト

アウト申請をする

157 5.1%

3 サービス利用

回避

個人情報・パーソナルデータの

取り扱いが不安なので，サービ

スを利用しないでおく

460 14.9%

4 ネットへの書

込み

特定サービスにおける個人情報・

パーソナルデータの取り扱いに

ついて疑問を持ち，SNSや掲示

板等で書き込む

71 2.3%

1 人あたりのプライバシー反応行動経験数：

最小 0，最大 4，平均 0.2726

プライバシー反応行動経験者数

644 人（全体の 20.8%）

対し，「理解しやすい」，「信頼できる」，「サービスを利用し

たい」という項目について Aと Bの表示のどちらの方が

あてはまるかを「Aの方があてはまる」，「どちらかといえ

ば Aの方があてはまる」，「どちらともいえない」，「どちら

かといえば Bの方があてはまる」，「Bの方があてはまる」

の 5段階で聴取することで利用者評価傾向を測定した．た

だし，「表示 A」，「表示 B」ともに図 4，図 5 に示したよ

うにプライバシーポリシーの冒頭部分のみを提示し，それ

に対する直観的な印象を聴取する質問設計にした．「表示

A」を「文字のみでの説明」，「表示 B」を「絵を交えた説

明」として回答結果を分析し，仮説 1の検証を行った．

回答は図 7 のように得られた．理解しやすさの評価は

「理解しやすい」への回答結果から，信頼感の評価は「信

頼できる」への回答結果から，サービス利用意向の評価は

「サービスを利用したい」への回答結果から算出した．

(1) H1a～H1c：利用者評価に関する仮説の検証

回答者全体の回答結果は，図 6 のようになった．各評

価軸に対して回答結果に対し 1サンプルのWilcoxonの符

号付き順位検定を行った結果，絵の説明の方が有意に理解

しやすく（Z = −35，p < 0.001），信頼でき（Z = −4.1，

p < 0.001），サービス利用意向が高く（Z = −22，p < 0.001）

評価されていたことが分かった．

以上より，H1a，H1bは 1%の危険率ですべて支持さ

れ，H1cは，1%の危険率で仮説とは逆の結果が得られた．

ただしH1bの検証結果について，信頼感の評価の差は統

計的には有意なものではあったものの，その差は図 6 の帯

グラフのとおり視覚的に見てもわずかであり，大きな差が

あるとは言えないことに注意が必要である．
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図 4 「表示 A文字のみのプライバシーポリ

シーの提示」という題とともに回答者

へ提示した図（文字のみでの説明）

Fig. 4 The figure which the subjects

saw in the questionnaire with the

tiltle “A: Privacy policy which

contains only letter.”

図 5 「表示 Bプライバシーポリシーの他に

用意された，絵を交えた説明書きの提

示」という題とともに回答者へ提示し

た図（絵を交えた説明）

Fig. 5 The figure which the subjects

saw in the questionnaire with the

title “B: Privacy policy which

contains illustrations.”

図 6 文字のみでの説明と絵を交えた説明

についての評価結果（H1a～H1cの

検証）

Fig. 6 Survey results of privacy policy

evaluation comparing the one

containing only letter and the

other containing some illustra-

tions. (Test of H1a, H1b and

H1c.)

図 7 文字のみでの説明と絵を交えた説明について，プライバシー反応行動経験の有無での回

答傾向の比較（H1αa～H1αc の検証）

Fig. 7 Survey results of privacy policy evaluation comparing the one containing only

letter and the other containing some illustrations when divided into two groups:

those who have experience in privacy behavior, and those who have not. (Test

of H1αa, H1αb and H1αc.)

(2) H1αa～H1αc：利用者属性による評価傾向の違いに

関する仮説の検証

続いて，プライバシー反応行動経験の有無で分けてそれ

ぞれの評価を帯グラフで図示すると，図 7 のようになっ

た．プライバシー反応行動を起こした経験がある人はない

人よりも，理解しやすさ・信頼感・サービス利用意向のど

の観点でも絵を交えた説明を高く評価する傾向が弱くなっ

ているのが視覚的に見てとれる．各評価について，2属性

間の評価傾向の差をMann-Whitneyの U検定で両側検定

したところ，プライバシー反応行動を起こした経験のある

人の方とない人では信頼感（Z = −4.78，p < 0.001），サー

ビス利用意向（Z = −3.26，p = 0.001）については 1%の

危険率で，理解しやすさ（Z = −1.88，p = 0.06）について

は 10%の危険率でそれぞれ有意差が見られた．以上より，

H1αaは，10%の危険率で支持され，H1αbは 1%の危険

率で支持され，H1αcは 1%の危険率で仮説とは反対の結

果が得られた．

特に信頼感については，2属性間で高く評価する表現が

逆であった．経験ありの人は文字の説明を（Z = −2.28，

p = 0.022）高く評価していた一方，経験なしの人は絵の説

明を（Z = −6.10，p < 0.001）高く評価していた（図 7）*11．

(3) H1検証結果の考察

H1aおよび H1bは，仮説どおりの結果が得られた．H1a

については，絵を交えたことにより非言語的な理解を助け，

理解しやすさが大幅に高くなったのだろう．H1bについて

*11 各属性ごとに分けてWilcoxon の符号付順位検定を行った結果．
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は，ほぼ差がないものの，絵を交えた説明の方が信頼感に

ついてはほんの少しだけ高く評価されており，理解しやす

くしようという工夫が感じられる点がそれに寄与したと思

われる．

H1cについては仮説どおりの結果ではなかった．「文字

のみでの表示の方が，利用意向は低い」という，H1cとは

逆の結果が得られたことについて考察を述べる．H1cは，

表現方法に迷っているサービス提供者が抱くであろう「プ

ライバシーポリシーを利用者の目に触れさせやすくすると

利用意向は低くなるのではないか」という想定懸念を基に

導いていたが，この結果は，今までプライバシーポリシー

の内容を理解していなかった人に対して絵を交えた説明を

加えて理解を促す工夫をすることは，利用者にとって，プ

ライバシーの懸念を想起して利用への抵抗感が増えるより

も，工夫を感じられることによる好印象の方が大きい可能

性を示している．

続いて，「サービス利用意向について，文字のみでの説明

を絵を交えた説明より低く評価する程度は，プライバシー

反応行動経験のある人の方が経験のない人に比べて弱い」

という，H1αcとは逆の結果が得られたことについて考察

する．仮説導出時には，「文字のみでの説明と絵を交えた

説明の違いがサービス利用意向に与える影響は，プライバ

シー反応行動経験のない人の方がより大きい」という仮定

を元に，H1cから H1αcを導いていた．しかし，H1cを検

証した結果，H1cとは逆に「文字のみでの説明の方が，絵

を交えた説明よりサービス利用意向が低く評価され」てい

た．つまり，同様の仮定を元に，プライバシー反応行動経

験の有無でどう違うかを改めて検討すると，H1αcとは逆

の結果が得られたということは，H1cの検証結果と整合が

とれる．プライバシー反応行動経験のない人に，「文字の

みでの説明」と「絵を交えた説明」の違いによるサービス

利用意向への影響がより大きく見られる，ということ自体

は変わらなかった．

最後に，プライバシー反応行動経験の有無により 2つの

表現に対する信頼感の評価が逆であり，プライバシー反応

行動経験のある人には文字のみでの説明の方が信頼感が高

く評価されていたことの理由を考察する．

グループインタビュー時には，絵を用いたプライバシー

ポリシーの表現に対し，「フレンドリーで理解を求めてい

るいいところがある反面，なんだろう」，「胡散臭い」，「契

約は字しか書かないので，絵が入ることによって捉え方が

違うから，ごまかされているような気がしないわけでもな

いという屁理屈も考えられる」と，逆に絵を交えて説明さ

れることに対する否定的な意見も一部見られていた．プラ

イバシー反応行動経験のある人はこれらのように，情報を

理解しやすく伝えようとするサービス提供者側の意図より

も，情報の内容や厳密さで信頼できるかを判断している可

能性がある．

また，今回の調査では，図 4 と図 5 を回答者が比較評

価したものを結果として用いたが，これらは架空のプライ

バシーポリシーを提示しているページの上部の一部分であ

る．これらの 2つの図を比較すると，「文字のみでの説明」

（図 4）は，収集されるデータ，データの収集方法，収集・

利用目的の情報が載っているが，「絵を交えた説明」（図 5）

は，収集されるデータとその収集方法のみが載っており，

利用目的の項は見ることができない．つまり，図 5 の方が

情報量が少なくなっている．

プライバシー反応行動経験のある人は，ない人よりも，

プライバシーポリシーの内容に関心を持っているとする

と，図 4 の方が情報量が多い点が信頼感が高く評価された

理由である可能性がある．

5.4 仮説 2の検証：利用目的の長く具体的な説明と，短

く概要的な説明

プライバシーポリシーを長く具体的に説明するか短く概

要的に説明するかで利用者の評価に影響があるかを調査す

るため，本調査では，回答者に対して図 8 の「表記 A」と

図 9 の「表記 B」の 2種類の画像を並べて提示し，「理解

しやすい」，「信頼できる」，「サービスを利用したい」の項

目に対してそれぞれ Aと Bどちらの方があてはまるかを，

5.3節に述べた仮説 1の検証時と同様に，5段階で聴取する

ことで利用者評価傾向を測定した．「表記 A」と「表記 B」

の内容はどちらにも同じ意味を持たせるようにし，それぞ

れ，長く具体的な説明，短く概要的な説明になるよう文章

を作成した．そして「表記A」を「長く具体的な説明」，「表

記 B」を「短く概要的な説明」として回答結果を分析し，

仮説 2の検証を行った．

回答結果は図 10 のようになった．理解しやすさの評価

は「理解しやすい」への回答結果から，信頼感の評価は「信

頼できる」への回答結果から，サービス利用意向の評価は

「サービスを利用したい」への回答結果を用いてそれぞれ

分析を行った．

(1) H2a～H2c：利用者評価に関する仮説の検証

1サンプルのWilcoxonの符号付き順位検定を行った結

果，理解しやすさについては，短く概要的な説明の方が，長

く具体的な説明よりも有意に高く評価された（Z = −10.5，

p < 0.001）．信頼感については，長く具体的な説明の方

が，短く概要的な説明よりも高く評価された（Z = −9.08，

p < 0.001）．サービス利用意向については，有意な差は見

られなかった（Z = −0.85，p = 0.395）．

以上より，H2a，H2bは支持されたが，H2cは有意差

が見られず，支持されなかった．

(2) H2αa～H2αc：利用者属性影響仮説の検証

プライバシー反応行動経験の有無での各評価の差を見る

と，図 11のようになった．それぞれの差をMann-Whitney

の U検定で両側検定したところ，プライバシー反応行動を
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図 8 「＜表記 A＞」という題とともに回答

者へ提示した図（長く具体的な説明）

Fig. 8 Figure of privacy policy with

long and specific description dis-

played to the respondents along

with the title “A.”

図 9 「＜表記 B＞」という題とともに回答

者へ提示した図（短く概要的な説明）

Fig. 9 Figure of privacy policy with

short and abstract description

displayed to the respondents

along with the title “B.”

図 10 長く具体的な説明と短く概要的な

説明の比較評価結果（H2a～H2c

の検証）

Fig. 10 Survey results of compara-

tive evaluation between “long

and specific” description and

“short and abstract” one.

(For tests of H2a–H2c.)

図 11 長く具体的な説明と短く概要的な説明について，プライバシー反応行動経験のある人と

ない人の評価傾向の比較（H2αa～H2αc の検証）

Fig. 11 Survey result of comparative evaluation between “long and specific description”

and “short and abstract description.”

起こした経験のある人の方が，ない人よりも理解しやすさ

（Z = −2.13，p = 0.034），信頼感（Z = −2.83，p = 0.005），

サービス利用意向（Z = −3.54，p < 0.001）すべてについ

て，長く具体的な説明を高く評価する程度が有意に高かっ

た．以上より，H2αaは 5%の危険率で，H2αbは 1%の

危険率で支持され，H2αcについては 1%の危険率で仮説

とは逆の結果となった．

特にサービス利用意向については，2群間で，低く評価

する表現が逆であった．プライバシー反応行動経験ありの

人となしの人とで分割してそれぞれWilcoxonの符号付順

位検定を行ったところ，経験ありの人は長く具体的な説明

を（Z = −2.83，p = 0.005），経験なしの人は短く概要的な

説明を（Z = −2.58，p = 0.01），それぞれより有意に「利

用したい」と評価していた（図 11）．

(3) H2検証結果の考察

H2aと H2bについては仮説どおりの結果が得られた．

H2aが支持されたということは，「説明が短く概要的で

ある方が理解しやすさが高く評価された」ということであ

る．説明が短い方が読む障壁が低くなって理解しやすいと

感じる人と，説明が長く具体的である方が内容が詳しくて

理解しやすいと感じる人だと，前者の方が多数派であった

と考えられる．

H2bが支持されたということは，「説明が長く具体的で

ある方が信頼感が高く評価された」ということである．個

人情報保護法ガイドライン（通則編）にも定められている

ように，具体的に利用目的が特定されていてかつそれが説

明されていることが本来利用者にとって望ましいというこ

とを表していると考えられる．
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H2cについては仮説どおりの結果ではなく，利用目的の

説明の長さと具体性による利用意向の評価への影響が見ら

れなかった．(2)で述べたように，プライバシー反応行動

経験のある人とない人でそれぞれ逆の表現を利用意向を低

く評価している傾向が見られたが，これによって全体とし

て差が見られなくなったためだと考えられる．

続いて，利用意向について，プライバシー反応行動経験

のある人は短く概要的な説明を，経験のない人は長く具体

的な説明をそれぞれより低く評価しており，H2αcとは逆

の結果が得られたことについて考察する．

まず，経験のない人が長く具体的な説明を利用意向につ

いてより低く評価していることについての考察を述べる．

H2αcの導出時には，「プライバシー反応行動経験のない

人は，短い説明の方が読もうという動機が今よりも起きや

すくなって内容を理解するようになり，結果的にプライバ

シーの懸念が今よりも大きくなって利用への抵抗感は増え

る」という仮定を置いていたが，この仮定は必ずしも成り

立たず，それ以上に，短く概要的な説明の方が理解しやす

さが大きい（H2aの成立）ことが，利用意向への何らかの

プラスの影響を与えている可能性がある．

また，プライバシー反応行動経験のある人が短く概要的

な説明の方が利用意向を低く評価していることについて

は，「短い説明の方が読もうという動機が今よりも起きや

すくなって内容を理解するようになり，結果的にプライバ

シーの懸念が今よりも大きくなって利用への抵抗感は増え

ている」という状況ではなく，具体的な説明がなされてい

ることによって高まった信頼感が，大きく利用意向へプラ

スの影響を与えているからではないかと考察できる．

5.5 仮説 3の検証：同意画面におけるプライバシーポリ

シーと同意ボタンの上下配置

同意ボタンの上下の位置による利用者の評価への影響を

調査するため，図 12 の「表示A」と図 13 の「表示 B」の

2種類の画像を並べて提示し，「理解しやすい」，「信頼でき

る」，「サービスを利用したい」の項目に対してそれぞれ A

と Bどちらの方があてはまるかを，5.3節に述べた仮説 1

の検証時と同様に，5段階で聴取することで利用者評価傾

向を測定した．アンケート画面へ表示できるのは画像ファ

イルのみであったため，簡単のために，フレーム内に利用

規約とプライバシーポリシー文書の全文を入れ込んだ表示

と，同意ボタンの配置を上下で変えた画像を調査に利用し

た．そして「表示 A」を「同意ボタンがプライバシーポリ

シーの下に配置された表示」，「表記 B」を「同意ボタンが

プライバシーポリシーの上に配置された表示」として回答

結果を分析し，仮説 2の検証を行った．

結果は，図 14 のようになった．理解しやすさの評価は

「理解しやすい」への回答結果から，信頼感の評価は「信

頼できる」への回答結果から，サービス利用意向の評価は

「サービスを利用したい」への回答結果を用いてそれぞれ

分析を行った．

(1) H3a～H3c：利用者評価に関する仮説の検証

1サンプルのWilcoxonの符号付き順位検定を行った結

果，ボタンがプライバシーポリシーよりも下に配置されて

いた方が，有意に理解しやすく（Z = −21.1，p < 0.001），

信頼でき（Z = −28.4，p < 0.001），サービス利用意向は

高い（Z = −22.4，p < 0.001），と評価された．

以上より，H3a，H3bはそれぞれ 1%の危険率で支持さ

れ，H3cは 1%の危険率で仮説とは逆の結果になった．

(2) H3αa～H3αc：利用者属性影響仮説の検証

プライバシー反応行動を起こした経験のある人とない人

について傾向の違いを見ると図 15 のようになった．

それぞれの差をMann-Whitneyの U検定で両側検定し

たところ，プライバシー反応行動を起こした経験のある

人の方が，ない人よりも，理解しやすさについては弱い有

意差で（Z = −1.727，p = 0.084），信頼感（Z = −3.99，

p < 0.001），サービス利用意向（Z = −3.48，p = 0.001）

については強い有意差で，ボタンが下にある画面をより高

く評価する傾向にあった．

以上より，H3αaは 10%の危険率で支持され，H3αb，

H3αcについては 1%の危険率で支持された．

また，各属性ごとに分けてWilcoxonの符号付順位検定

を行ったが，どの評価指標でも評価傾向が逆になることは

なかった．

(3) H3検証結果の考察

H3aとH3bについては仮説どおりの結果が得られた．こ

れは，同意ボタンが下にある方が，理解しやすさも信頼感

も高く評価されたということである．同意の意思表示を行

う箇所にたどり着くまでのプライバシーポリシーの内容へ

のアクセスしやすさが，大多数の人の理解しやすさの認知

へプラスに働き，そして適切に同意の意思決定の前に説明

をしようとしていると感じられたことが信頼感の向上にも

寄与したのだと考えられる．

H3cについては仮説どおりの結果ではなかった．H3cが

仮説とは逆の結果となったことについて考察する．この結

果は，同意ボタンが画面の上部にあることの利便性よりも，

プライバシーポリシーの理解しやすさ（H3a），信頼感の大

きさ（H3b）の方が，利用意向に大きな影響を与えている

可能性を示している．

ただし，H3の検証にあたっては，図 12 と図 13 の，全

文フレーム内表示と同意ボタンの配置を単純に入れ替えた

画像に対する評価結果を用いていた．利用規約やプライバ

シーポリシーの表示区間が長く，大幅に下にスクロールし

なければ同意ボタンが現れないような画面設計に対する評

価はできておらず，そのような表示の場合には違った評価

結果が得られる可能性があること，そして実際の利用行動・

離脱率を実験調査できているわけではないことの 2点には
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図 12 「表示 A 提示の下に同意ボタンが

ある場合」という題とともに回答者

へ提示した図

Fig. 12 Figure displayed to the re-

spondents with the title “A:

when the button is placed un-

der privacy policy.”

図 13 「表示 B提示の上に同意ボタンがあ

る場合」という題とともに回答者へ

提示した図

Fig. 13 Figure displayed to the re-

spondents with the title “B:

when the button is placed

above privacy policy.”

図 14 同意画面でのボタンの位置の上

下による評価の違いに関する調査

（H3a～H3c の検証）

Fig. 14 Survey results of comparative

evaluation between the pri-

vacy policy along with a but-

ton at top and the one with

a button at bottom. (Test of

H3a, H3b and H3c.)

図 15 同意画面でのボタンの位置の上下について，プライバシー反応行動経験の有無での評価

傾向の比較（H3αa～H3αc の検証）

Fig. 15 Survey result of comparative evaluation about the button position.

注意が必要である．

5.6 仮説 4の検証：同意画面で表示する情報

仮説 4 の検証として，同意画面へのプライバシーポリ

シーに関して表示する情報による評価の違いを調査するた

め，回答者に対して，「大手企業の提供する位置情報取得

アプリケーションが，位置情報を個人が特定できない形に

匿名化または統計化をして他社へ販売している」という架

空の状況を説明したうえで，図 16，図 17，図 18，図 19

に示した，そのサービスの会員登録時の同意画面を模した

4種類の画像を並べて示した．[リンク]の表示は図 16 を

「A」という題とともに，[全文]の表示は図 17 を「B」とい

う題とともに，[リスク,リンク]の表示は図 18 を「C」と

いう題とともに，[ベネフィット,リスク,リンク]の表示は

図 19 を「D」という題とともにそれぞれ示した*12．

ただし，「C」の [リスク,リンク]に記載する具体的な「プ

ライバシーリスク情報」としては，プライバシーポリシー

が存在するオンラインサービスではパーソナルデータが第

三者提供されることがないと考えている人が 6割いる [2]

一方で，位置情報の提供にあたり第三者への提供の有無や

その提供先が気になる人は 77.7%存在している [23]という

調査結果より，位置情報が第三者提供されるというリスク

*12 これらの図は，筆者らによる以前の報告 [22] で述べた実験計画
段階にて作成した図を参考にして作成している．
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図 16 「A」という題とともに

回答者へ提示した図（[リ

ンク]）

Fig. 16 Figure of [link], dis-

played with title

“A.”

図 17 「B」という題とともに回

答者へ提示した図（[全

文]））

Fig. 17 Figure of [full text],

displayed with title

“B.”

図 18 「C」という題とともに回

答者へ提示した図（[リ

スク, リンク]））

Fig. 18 Figure of [risk,

link], displayed

with title “C.”

図 19 「D」という題とともに

回答者へ提示した図（[ベ

ネフィット, リスク, リ

ンク]））

Fig. 19 Figure of [benefit,

risk, link], dis-

played with title

“D.”

情報を選定した．

また，「D」の [ベネフィット,リスク,リンク]についての

「ベネフィット情報」としては，位置情報は特にマーケティ

ングへの活用が期待されているが，マーケティングを効率

的に行うことは，商売の効率化，周辺地域の経済の活性化

という，利用者にとってもベネフィットのある結果につな

がる可能性があるため，位置情報を第三者提供するのは地

域経済の活性化というベネフィットにつながるという情報

を選定した．そして，その直下には [リスク,リンク]と同

様に，位置情報を第三者提供するというプライバシーリス

ク，説明文書へのリンクが表示した画像を設計した．

そして，AからDの 4つの画像を横に並べて同時に提示

し，図 20 の横軸に示している各項目について各画面にあ

てはまるかどうかを複数回答の形で聴取した．理解しやす

さの評価は「登録する時点で，位置情報が加工されて他社

へ渡ることを自分は把握できると思う」の回答結果から，

信頼感の評価は「サービス提供者は信頼できると思う」の

回答結果から，サービス利用意向の評価は「同意・会員登

録ボタンを押すことに抵抗感がある」の回答結果からそれ

ぞれ算出した．

回答結果は図 20 に示す．この結果を用いて H4の検証

を行った．

(1) H4aの検証

理解しやすさについては，具体的に「位置情報が第三者

提供される」というリスクの内容を画面を見て理解しやす

いかという観点から，「登録する時点で，位置情報が加工

されて他社へ渡ることを自分は把握できると思う」の回

答項目への回答結果により測定をした．まず，4変数に対

して Kruskal-Wallis検定を行った結果，p < 0.001となり

4画面に有意差が見られた．続いて，4画面の各組合せに

ついてWilcoxonの符号付き順位検定を行い，Bonferroni

法による多重比較検定で，4画面へのそれぞれの回答傾向

の差を検定したところ，[リンク]と [全文]，[全文]と [ベネ

フィット,リスク,リンク]，[ベネフィット,リスク,リンク]

と [リスク,リンク]の各組合せですべて p < 0.001での有

意差で理解しやすさについて後者の方が高く評価されてお

り，H4aは支持された．

(2) H4bの検証

信頼感については，「サービス提供者は信頼できると思う」

の回答により測定をした．こちらも同様にまず，4変数に対

して Kruskal-Wallis検定を行った結果，p < 0.001となり

4画面に有意差が見られた．続いて，4画面の各組合せにつ

いてWilcoxonの符号付き順位検定を行い，Bonferroni法

による多重比較検定をしたところ，[リンク]と [ベネフィッ

ト,リスク,リンク]，[ベネフィット,リスク,リンク]と [全

文]，[ベネフィット,リスク,リンク]と [リスク,リンク]で

それぞれ p < 0.001の有意差で，後者の方が信頼感につい

て高く評価されていたが，[全文]と [リスク,リンク]の間で

は，p = 1.0と有意な差は見られなかった．以上より，H4b

については，仮説とは異なり，信頼感について，1番高く評

価されるのは [全文]と [リスク,リンク]，3番目に高く評価

されるのは [ベネフィット,リスク,リンク]，4番目に高く
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図 20 同意画面でプライバシーポリシーについて表示する情報についての調査結果（H4 の検

証）．ただし，-は有意差が見られなかったことを，***は 1%の有意差が見られたこと

をそれぞれ表す

Fig. 20 Survey results of comparative evaluation between four consent screens with

different information. - indicates no significance, and *** indicates 1% signifi-

cance.

評価されるのは [リンク]であるということが示唆された．

(3) H4cの検証

サービス利用への抵抗感は，「同意・会員登録ボタン

を押すことに抵抗感がある」により測定した．こちらも

まず，4変数に対して Kruskal-Wallis検定を行った結果，

p < 0.001となり 4画面に有意差が見られた．続いて，4

画面の各組合せについてWilcoxonの符号付き順位検定を

行い，Bonferroni法による多重比較検定を行ったところ，

サービス利用意向について，[ベネフィット,リスク,リン

ク]と [リスク,リンク]（p = 0.001），[ベネフィット,リス

ク,リンク]と [全文]（p < 0.001），[リスク,リンク]と [リ

ンク]（p < 0.001），[全文]と [リンク]（p < 0.001）の組合

せではそれぞれ後者の方が有意に低く評価されたが，[リ

スク,リンク]と [全文]に関しては，p = 0.223と有意な差

は見られなかった．以上より，H4cについては，仮説と異

なり，サービス利用意向について，1番低く評価されたの

は [リンク]，2番目は [全文]と [リスク,リンク]，4番目は

[ベネフィット,リスク,リンク]で，[全文]と [リスク,リン

ク]では評価に差は見られないということが示された．

(4) H4検証結果の考察

H4aについては，仮説どおりの結果が得られた．[リン

ク]よりもクリックの手間のない [全文]が，そして [全文]

よりもリスク内容を一目で見て分かる [リスク,リンク]と

[ベネフィット,リスク,リンク]が，プライバシーリスクに

対する理解しやすさについて高く評価されていた．[ベネ

フィット,リスク,リンク]よりも [リスク,リンク]が高く評

価されたのには，[リスク,リンク]ではリスクのみが表示さ

れていたことと，感嘆符を使った赤く目立つアイコンを用

いてリスクを強調されていたことが，リスクへの理解しや

すさに寄与したのではないかと考えられる．

H4について，仮説と結果が異なったのは，H4bおよび

H4cであった．

H4bについて仮説と結果が異なったのは，

仮説：[全文]より [ベネフィット,リスク,リンク]が高い

結果：[ベネフィット,リスク,リンク]より [全文]が高い

であった点と，

仮説：[全文]より [リスク,リンク]が高い

結果：[全文]，[リスク,リンク]で有意な差はない

であった点である．H4b導出時には，「利用者による理解

しやすさの評価が高い画面ほど信頼感も高い」という仮定

を置いていたが，これらの結果は，信頼感へ影響している

のは理解しやすさの評価の高さのみではない可能性を示

している．「全文」の表示は，[リスク,リンク]および [ベ

ネフィット,リスク,リンク]よりも説明が長く具体的なよ

うに見えるが，その長く具体的な説明が信頼へ与える影響

（H2b）が，より大きかったのではないかと考えられる．

次に，H4cについては，結果は仮説とは大幅に違い，サー

ビス利用意向の低さは，

仮説：1番低く評価されるのは [リスク,リンク]，2番目は

[ベネフィット,リスク,リンク]，3番目は [全文]，4番

目は [リンク]

結果：1番低く評価されるのは [リンク]，2番目は [全文]と

[リスク,リンク]，4番目は [ベネフィット,リスク,リ

ンク]

であった．H4cの導出時には，「プライバシーポリシーの

内容が目に触れやすいほど，プライバシーへの懸念が想起

されやすくなり，サービス利用意向は低くなる」という仮

定を置いていた．しかし上記の結果から，この仮定は成り

立たず，むしろ，理解しやすさや信頼感が低い表示ほど，

利用意向が低く評価されていることが見てとれ，サービス
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表 9 各プライバシーポリシーの表現・表示方法に対する利用者評価に関する仮説 H1～H4 の

再掲およびその検証結果．仮説とは異なる結果が出たものは★印を示した．また，*は

10%，**は 5%，***は 1%の危険率でそれぞれ支持されたことを示す

Table 9 Results of hypotheses testing from H1 to H4. “★” means that the result was

different from the hypothesis. *, ** and *** indicates significance of 10%, 5%

and 1% respectively.

表現・表示方法/

利用者評価

a. 理解しやすさ b. 信頼感 c. サービス利用意向

1.文字のみでの

説明と，絵を交

えた説明

H1a. 絵を交えた説明の方が，文字

のみでの説明より理解しやすさは高

く評価される

→支持された***

H1b. 絵を交えた説明の方が，文字

のみでの説明より信頼感は高く評価

される

→支持された***

H1c. 絵を交えた説明の方が，文字

のみでの説明よりサービス利用意向

は低く評価される

→★仮説とは逆の結果であった***

2.利用目的の長

く具体的な説明

と，短く概要的

な説明

H2a. 利用目的の説明は，短く概要

的な説明である方が，長く具体的な

説明であるより理解しやすさは高く

評価される

→支持された***

H2b. 利用目的の説明は，長く具体

的な説明である方が，短く概要的な

説明であるより信頼感は高く評価さ

れる

→支持された***

H2c. 利用目的の説明は，短く概要

的な説明である方が，長く具体的な

説明であるよりサービス利用意向は

低く評価される

→★支持されなかった

3.同意ボタンと

プライバシーポ

リシーの上下配

置

H3a. プライバシーポリシーに対し

て，ボタンは下にある方が，上にある

より理解しやすさは高く評価される

→支持された***

H3b. プライバシーポリシーに対し

て，ボタンは下にある方が，上にあ

るより信頼感は高く評価される

→支持された***

H3c. プライバシーポリシーに対し

て，ボタンは下にある方が，上にあ

るよりサービス利用意向は低く評価

される

→★仮説とは逆の結果であった***

4.同意画面でプ

ライバシーポリ

シーについて表

示する情報

H4a. リスク内容の理解しやすさに

ついて，1番高く評価されるのは [リ

スク,リンク]，2番目は [ベネフィッ

ト, リスク, リンク]，3 番目は [全

文]，4 番目は [リンク] である

→支持された***

H4b. サービス提供者に対する信頼

感について，1 番高く評価されるの

は [リスク,リンク]，2番目は [ベネ

フィット, リスク, リンク]，3 番目

は [全文]，4番目は [リンク]である

→★ 1番高く評価されたのは [全文]

と [リスク,リンク]，3番目は [ベネ

フィット, リスク, リンク]，4 番目

は [リンク] であった．[全文] と [リ

スク,リンク]で評価に違いは見られ

なかった．

H4c. サービス利用意向について，1

番低く評価されるのは [リスク,リン

ク]，2 番目は [ベネフィット, リス

ク, リンク]，3 番目は [全文]，4 番

目は [リンク] である

→★ 1 番低く評価されたのは [リン

ク]，2 番目は [全文] と [リスク, リ

ンク]，4番目は [ベネフィット,リス

ク, リンク] であった．[全文] と [リ

スク,リンク]で評価に違いは見られ

なかった．

利用意向は信頼感と大きな相関があると考えられる．ただ

し，信頼感と利用意向については，以下の部分についてそ

の順番が異なっていた．

信頼感：1 番高く評価されるのは [全文] と [リスク, リン

ク]，2番目は [ベネフィット,リスク,リンク]，3番目

は [リンク]．[全文]と [リスク,リンク]では有意差は見

られない．

サービス利用意向：1番低く評価されるのは [リンク]，2番

目は [全文]と [リスク,リンク]，4番目は [ベネフィッ

ト,リスク,リンク]．[全文]と [リスク,リンク]では有

意差は見られない．

信頼感について最も高く評価されていたのは [リスク,リ

ンク]と [全文]であったのに対し，サービス利用意向につ

いて最も低く評価されていたのは [ベネフィット,リスク,

リンク]であった．[ベネフィット,リスク,リンク]が信頼

感と違ってサービス利用意向が 1番下がりにくく評価され

たのは，ベネフィット情報の提示がサービス利用意向によ

り大きく影響していたためだと考えられる．

5.7 仮説検証結果のまとめ

以上の仮説の検証結果より，以下のことが明らかになっ

た．H1a～H4cについては表 9，H1αa～H3αcについては

表 10 に，これらの結果をまとめる．

• プライバシーポリシーは，文字のみでの説明よりも，
絵を交えた説明の方が，理解しやすさ・信頼感・サービ

ス利用意向は高く評価される．しかし，プライバシー

反応行動経験のある人ではそれらの程度は弱く，特に

信頼感は逆に絵を交えた説明の方が低く評価される．

• プライバシーポリシーの利用目的の説明は，短く概要
的である方が，長く具体的であるより理解しやすさは

高く評価されるが，信頼感は，長く具体的である方が

高く評価される．利用者全体で見ると説明が長く具体

的か短く概要的かはサービス利用意向に影響しない

が，プライバシー反応行動経験のある人とない人でわ

けると，同経験のある人は長く具体的である方が，経

験のない人は短く概要的である方が，それぞれサービ

ス利用意向を高く評価する．
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表 10 各プライバシーポリシーの表現・表示方法に対するプライバシー反応行動経験のある

人とない人との評価の違いに関する仮説 H1α～H3α の再掲およびその検証結果．ただ

し，*は，10%，**は 5%，***は 1%の危険率でそれぞれ支持されたことを示す

Table 10 Results of hypotheses testing from H1α to H4α. *, ** and *** indicates

significance of 10%, 5% and 1% respectively.

表現・表示方法/

利用者評価

a. 理解しやすさ b. 信頼感 c. サービス利用意向

1. 文字のみでの

説明と，絵を交え

た説明

H1αa. 理解しやすさについて，絵を

交えた説明を文字のみでの説明より

高く評価する程度は，プライバシー

反応行動経験のない人の方が経験の

ある人に比べて強い

→支持された*

H1αb. 信頼感について，絵を交え

た説明を文字のみでの説明より高く

評価する程度は，プライバシー反応

行動経験のない人の方が経験のある

の人に比べて強い

→支持された***

また，両群で評価傾向は逆であった

H1αc. サービス利用意向について，

絵を交えた説明を文字のみでの説明

より低く評価する程度は，プライバ

シー反応行動経験のない人の方が経

験のある人に比べて強い

→仮説とは逆の結果であった***

2. 利用目的の長

く具体的な説明

と，短く概要的な

説明

H2αa. 理解しやすさについて，短

く概要的な説明を長く具体的な説明

より高く評価する程度は，プライバ

シー反応行動経験のない人の方が経

験のある人に比べて強い

→支持された**

H2αb. 信頼感について，長く具体

的な説明を短く概要的な説明より高

く評価する程度は，プライバシー反

応行動経験のある人の方が経験のな

い人に比べて強い

→支持された***

H2αc. サービス利用意向について，

短く概要的な説明を長く具体的な説

明より低く評価する程度は，プライ

バシー反応行動経験のない人の方

が経験のある人に比べて強い

→仮説とは逆の結果であった***

また，両群で評価傾向は逆であった

3. 同意ボタンと

プライバシーポリ

シーの上下配置

H3αa. 理解しやすさについて，プ

ライバシーポリシーに対してボタン

が下にある表示を上にある表示より

高く評価する程度は，プライバシー

反応行動経験のある人の方が経験の

ない人に比べて強い

→支持された*

H3αb. 信頼感について，プライバ

シーポリシーに対してボタンが下に

ある表示を上にある表示より高く評

価する程度は，プライバシー反応行

動経験のある人の方が経験のない人

に比べて強い

→支持された***

H3αc. サービス利用意向について，

プライバシーポリシーに対してボ

タンが下にある表示を上にある表示

より低く評価する程度は，プライバ

シー反応行動経験のない人の方が経

験のある人に比べて強い

→支持された***

• 同意画面における同意ボタンの配置については，プラ
イバシーポリシーの下に配置した方が，理解しやすさ・

信頼感・サービス利用意向は高く評価される．またそ

の傾向は，プライバシー反応行動経験のある人に，よ

り強く見られる．

• 同意画面でプライバシーポリシーについて表示する情
報に関して，リスク内容の理解しやすさが 1番高くな

るのは [リスク,リンク]，2番目は [ベネフィット,リス

ク, リンク]，3 番目は [全文]，4 番目は [リンク] であ

る．サービス提供者に対する信頼感が 1番高くなるの

は [全文]と [リスク,リンク]，2番目は [ベネフィット,

リスク,リンク]，4番目は [リンク]である．サービス

利用意向が 1番低くなるのは [リンク]，2番目は [全文]

と [リスク,リンク]，4番目は [ベネフィット,リスク,

リンク]である．

5.8 リサーチクエスチョンに対する結論

調査結果から，冒頭で提示した 2 つのリサーチクエス

チョンについて以下のように結論を得た．

RQ1. プライバシーポリシーの様々な表現・表示方法に

対して，サービス利用者はそれぞれどのような評価を

するか．

これは，利用者全体でみた場合の評価傾向についてのリ

サーチクエスチョンである．利用者全体の評価傾向につい

ては，以下のことが明らかになった．

プライバシーポリシーは，絵を交えて説明し，かつ同意

ボタンは下に配置した方が，理解しやすさ・信頼感があが

り，サービス利用意向は下がらない．利用目的の説明の長

さは，短く概要的である方が理解しやすさがあがるが，長

く具体的である方が信頼感はあがる．同意画面での表示情

報については，プライバシーポリシーのリンクのみだけで

は不十分で，プライバシーポリシーの全文，またはリスク

およびベネフィットの内容の要約表示をした方が，理解し

やすさ・信頼感があがり，サービス利用意向も下がらない．

これらの結果より，全体としては，理解しやすい表現・

表示は信頼感があがり，かつサービス利用意向も下がらな

い，ということが示唆された．

RQ2. プライバシーポリシーの様々な表現・表示方法に

対する各評価は，利用者属性により違いがあるか．

これは，利用者全体の評価傾向について着目していた RQ1

とは異なり，利用者を分類したときに評価傾向に違いがあ

るかを問題としている．本研究では，プライバシー反応行

動の経験がある人とない人とで評価傾向に違いについて，

以下のように明らかにした．
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プライバシー反応行動経験のある人とない人で，評価の

傾向が異なる．特に，絵の利用に対して，経験なしの人は

信頼感があがるが，経験ありの人は信頼感が下がる傾向に

あった．また，利用目的の説明については，短く概要的な

説明だと，経験なしの人はサービス利用意向が下がらない

一方で，経験ありの人はサービス利用意向が下がる傾向に

あった．

経験ありの人の方は，なしの人に比べると，従来多く用

いられている表現方法（「文字のみ」で「長く具体的」な

表現）への理解しやすさ・信頼感を高く評価する傾向があ

り，かつサービス利用意向も低くなりにくい．「ボタンが

下」の表示を好意的に評価する傾向についても経験ありの

人の方が強い．

6. 考察

6.1 プライバシーポリシーの表現・表示に関する示唆

(1)理解しやすくする工夫が感じられる表現・表示は，利

用意向を損なわない（RQ1への結論より）

1章では，利用者のサービス利用意向を損なわないため

にプライバシーポリシーを利用者の目に触れにくくしよう

とする「騙し討的な手法」への意向が働くサービス提供者

の存在について述べたが，表現・表示方法をどうすべきか

迷っているサービス提供者は，「目に触れやすくすると利

用意向が損なわれるのではないか」というような懸念を持

つのではなかろうか．

同意ボタンをプライバシーポリシーの上ではなく下へ配

置すること（仮説 3），同意画面にプライバシーポリシーの

リンクのみを表示するのではなく，全文の表示やリスク・

ベネフィットの表示をすること（仮説 4）は，いずれもプ

ライバシーリスクを「目に触れやすく」して理解を促すよ

う工夫をしているといえるが，これらは今回の調査により，

逆に信頼感もサービス利用意向も高く評価されることが分

かった．

プライバシーポリシーを理解しやすい表現・表示にする

ことで利用意向を損なうのではないかと懸念するサービス

提供者は現在もいると想定されるが，そのような理解しや

すくするための工夫や努力を感じられる表現・表示は，利

用意向を損なうことはなく，逆に目に触れにくくするよう

な表示の方が利用意向を損なう可能性が示唆された．

(2)理解しやすくする工夫 1©：絵を交えた表現をしつつ，
情報量を減らさない（RQ2への結論より）

H1αbの検証結果より，プライバシー反応行動経験のあ

る人は文字のみでの説明を，経験のない人は絵を交えた説

明を，それぞれ信頼感を高く評価しており，両群で評価傾

向は逆であった．

これは，「絵を交えた説明」として実験に用いた画像が，

「文字のみでの説明」として用いた画像よりも情報量が少

なく感じられたためではないかと 5.3節 (3)にて考察を述

図 21 構造化した説明

Fig. 21 Structured discriptions.

べた．

その一方，両群とも理解しやすさについては絵を交えた

説明を高く評価していた．そこで，プライバシー反応行動

経験のある人からもない人からも理解しやすさを高めつつ

信頼を得るためには，絵を交えた表現を使いながらも，従

来の契約形式の文章のみでのプライバシーポリシーの表現

からは情報量を減らさないように留意することが重要だと

考えられる．

(3)理解しやすくする工夫 2©：なるべく短く，しかし具体
性は残した説明

仮説 2の検証結果より，理解しやすさは短く概要的な説

明の方が高く評価されたが，信頼感とサービス利用意向に

ついては長く具体的な説明の方が高く評価された．

理解しやすさを高めつつ，信頼感・サービス利用意向に

も影響を与えないためには，なるべく短く，しかし具体性

は残した説明が効果的だと考えられる．

または，両方の良い面をとりいれるため，図 21 のよう

に，短く概要的な見出しをつけながら長く具体的な説明で

詳細説明を追加した構造化した説明表現をする等の方法も

考えられる．図 21 は，図 9 の短く概要的な説明を見出し

とし，図 8 の長く具体的な説明を詳細の説明として組み合

わせて表現したものである．

6.2 結果の解釈に関する注意

(1)調査対象の限定

オンラインサービス利用者のプライバシーにかかわる判

断は，サービスの内容（取得されるデータの種類 [24]，利

用目的 [23]等）や，利用者の基本的属性（デモグラフィッ

ク属性 [25]，国籍・言語等の文化的背景 [26]等），プライバ

シーポリシーの表現・表示手法 [8]によって影響を受ける

ことがこれまでの研究や調査から明らかになっている．

本研究では，特にプライバシーポリシーの表現・表示の

影響に主眼を置き，サービスの内容による影響は調査の対
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象にはしなかった．

(2)得られた結果の解釈の適用範囲の限界

今回の調査では，ウェブアンケート内で複数のプライバ

シーポリシーの表現・表示パターンを同時に提示したうえ

で，回答者に理解しやすさ，信頼感，サービス利用意向にに

ついて比較した評価を聴取する手法をとっており，表現・

表示が実際の場面での行動に与える直接的な影響は調査で

きていない．

プライバシーポリシーの提示画面を複数見ながら比較評

価する場合，回答者はふだんよりもプライバシーへの意識

が高くなっている可能性が高い．つまり，今回の各プライ

バシーポリシーの表現・表示方法に対する利用者の評価に

ついて得られた知見を，現実の利用者の行動に直接あては

めて解釈しようとする場合には注意が必要である．

(3)回答者の代表性

今回のウェブアンケートの回答者は，マーケティング調

査会社へ登録しているモニター層，つまり他のスマート

フォン・インターネット利用者よりも自身のパーソナル

データを調査会社へ送信する機会が多い人の集団から抽出

しているため，プライバシーへの意識や ITリテラシー等

に関して，一般的なスマートフォン・インターネット利用

者層の代表性が満たされていない可能性がある．

(4)回答品質

今回のウェブアンケートでは，まず事前調査において，

スマートフォン・インターネット利用者でありかつ矛盾回

答をしなかった人を抽出し，その後に本調査を行う形を

とった．事前調査では 10,000名から回答を回収し，そのな

かで条件にあった人のうち本調査で回答を得たのが 3,096

名分であった．すべての回答者に本調査で質問文を的確に

読んで回答してもらうために，事前調査で質問文の指示ど

おりに回答できていない人の排除を行ったが，この手法の

みでは本調査での不的確な回答を防ぎきれておらず，分析

に用いた回答結果にノイズが含まれている可能性があるこ

とに注意が必要である．

(5)「利用者評価」の測定方法の信頼性

今回分析に用いた利用者評価は，回答者負担を避けるた

め，理解しやすさ，信頼感，サービス利用意向を表す指標

として，「理解しやすい」，「信頼できる」，「サービスを利用

したい」とそれぞれ単一の質問項目への回答結果をそのま

ま適用した．しかし，これらのみでは評価指標として不十

分である可能性があることには注意が必要である．

たとえば，「信頼できる」が何に対する信頼なのか（内

容の正確さに対する信頼なのか，サービス提供者に対する

信頼なのか）は，指定せずに聴取していたが，これにより

「信頼」の解釈が人により異なってしまった可能性が考え

られる．

(6)サービス利用意向に関する評価の解釈

本研究では，プライバシーポリシーの表現・表示の評価

軸の 1つとして「利用者のサービス利用意向」を評価した

がほとんどの場合，プライバシーポリシーの表現・表示そ

のものがサービスの魅力に直結することはない．本調査の

結果は，相対的にサービス利用意向の高さを比較評価した

結果であるため，プライバシーポリシーの表現・表示を改

善するとサービス利用意向が「高まる」と解釈するのでは

く，「低下しにくくなる」と解釈するのが適当だと考えら

れる．

7. まとめと今後の課題

本研究では，パーソナルデータの利用に関する情報の通

知・公表・同意取得におけるプライバシーポリシーの表現・

表示方法について，絵の利用の有無，説明の長さ，同意ボ

タンの位置，同意画面で表示する情報の 4つに着目し，そ

れぞれに対する利用者評価を調査した．

その結果，理解しやすさ，信頼感，サービス利用意向の

観点から，適切な同意取得に資する表現・表示のあり方に

ついて有用な知見を得ることができた．表現・表示をどう

すべきか困っているサービス提供者は，本知見を参考に表

現・表示方法を検討することができ，かつ従来よりも適切

な形で利用者から同意を取得することが可能になる．また，

理解しやすさを高めたとしてもサービス利用意向は下がら

ないことを明らかにしたことで，「利用意向が下がらない

か不安になった結果，騙し討的な手法を実際にとってしま

う」といったサービス提供者の削減にも貢献できたと考え

る．これは，サービス利用者がデータの取扱いについて理

解をしたうえで同意の判断ができる機会，すなわち「適切

な同意」の機会の増加につながる．

また，本知見は個人情報保護法における通知・公表・同意

取得にかかわる政策策定にも有益なものになると考える．

今後は，より実際の行動に近い状況での利用者の行動を

調査するため，具体的状況を模した実験的調査を行う必要

がある．
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付 録

A.1 グループインタビュー質問項目

グループインタビューの実施内容の詳細については，筆

者による以前の報告 [19]にも記載している．

A.1.1項に示すアンケートおよびA.1.2項に示すアンケー

トの双方への回答者のなかから，表面的には A.1.1項への

回答者に対して募集をする形でグループインタビュー参加

者を選定した．これは，グループインタビューへ参加をお

願いする際にプライバシーにかかわるインタビューである

と想定されないようにするためである．

A.1.1 インタビュー参加者募集時の事前調査 (1)

「生活に関するアンケート」

Q1. （自身と家族の仕事の業種）

Q2. （自身の職業）

Q3. （自身の勤め先の業種）

Q4. （仕事へ行く頻度）

Q5. （普段の外出頻度）

Q6. （直近の外出先と交通手段）

Q7. （プライベートでの使用デジタル機器）

Q8. （普段のデジタル機器利用頻度）

Q9. （デジタル機器の使用状況）

Q10. （デジタル機器の不使用の理由）

Q11. （ITやインターネットに関する知識）

Q12. （ITやインターネットに対する親和度）

Q13. （ITやインターネットに関する用語認知）

Q14～Q18. （グループインタビュー実施日時等の案内

と，参加希望の有無，参加にあたっての同意事項，連

絡先等に関する質問）
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A.1.2 インタビュー参加者募集時の事前調査 (2)

「生活に関するアンケート」

Q1. （自身の職業）

Q2. （自身の勤め先の業種）

Q3. （自身の仕事の職種）

Q4. （プライベートの利用デジタル端末）

Q5. （SNS等の利用の有無）

Q6. （SNS等での公開範囲）

Q7. あなたがアプリや SNSやオンラインショッピングを

利用するときの行動を教えてください．

（1.頻繁に行う，2.ときどき行う，3.どちらともいえ

ない，4.あまり行わない，5.ほとんど行わない，6.わ

からない）

1.サービスを利用し始めるときには，利用規約やプラ

イバシーポリシーを読む

2.写真をネットにアップロードするときは，プロパ

ティ情報（撮影日，撮影場所）が削除されるように

する

3.ネットで自分の名前を検索して，自分についてどん

な情報が検索結果に現れるかを確認する

4.気になる人がいるとき，その人の名前をネットで検

索し，状況や経歴などを調べる

5.スマートフォン・PCから，どのデータがアプリに

アクセスされているか確認して，設定を切り替える

（位置情報やマイクなど）

6.オンラインショッピングで住所や連絡先を送信する

とき，そのショップが信頼できるか確認する

7.企業に，個人情報の入手方法や利用について問い合

わせする

8.サイトの閲覧履歴が追跡されないよう設定する

Q8. （プライバシー侵害の被害経験の有無）

Q9. あなたの普段の生活の行動について，あてはまるも

のを選んでください．

（1.ほぼ毎回行う，2.ときどき行う，3.どちらともい

えない，4.あまり行わない，5.ほとんど行わない，6.

わからない）

1.街中やお店の中など防犯カメラがある場所では，自

分が写らないようにする

2.住所や氏名の書かれた書類を捨てるときには，シュ

レッダーにかけたり細かく破ったりする

3.友人の連絡先を他の人に教えるときには，その友人

に確認をとる

4.仕事上では，お客様の情報が外へ漏れないように管

理する

Q10. （プライバシー意識）

Q11. （具体的なパーソナルデータの取扱い状況に関する

嫌悪感）

Q12. （プライバシーに関する用語知識）

Q13～Q14. （グループインタビューの案内と，参加希望

の有無，同意事項への同意の有無に関する質問）

A.1.3 インタビュー項目

• 導入・アイスブレイク（5分間）

– 自己紹介（住所を市区レベルまで，職業と勤務形態，

同居家族構成）

– 見学した史料館の感想

• 史料館の見学中のポスターについて（25分間）

– ポスターの認知

∗ ポスターへ気が付いたかどうか（タイミング，場
所，気づいた要素，回数等も合わせて）

∗ ポスターに気が付いた場合，その理由は何だと
思うか

∗ ポスターに気が付かなかった場合，史料館の見
学中は何を見ていたか，普段も気にしないのか

– ポスターの理解

∗ ポスターを読もうと思ったか（きっかけ，理由も
合わせて）

∗ ポスターを読んだか
∗ ポスターを読んだ場合，どこまで理解できたか
∗ ポスターを読んだ後，行動を変えようと思ったか

• 普段のインターネット利用時におけるデータの提供と
同意取得について（25分間）

– 提示した事例

∗ グループインタビュー調査参加者募集のための
スクリーニングアンケートで提示した，データ

取扱いに関する同意取得のページについて（1日

目のみ）

∗ ウェブサイトを閲覧しているときに出てくるター
ゲティング広告と，追跡のオプトアウトのペー

ジについて

∗ 公衆フリーWi-Fiサービスにおけるデータ取扱

いに関する同意取得のページについて（2 日目

のみ）

– それぞれの情報提示に関する質問項目

∗ 気づいていたか
∗ 読んでいるか
∗ 関心があるか
∗ 同意の意思決定にどう利用しているか
∗ 情報提示の手法によって信頼感やデータ提供意
向は変わるか

• 公共空間カメラの利活用に対するプライバシー意識に
ついて（25分間）

– カメラを用いて人流分析を行う場合に，場所・実施

主体・利用目的等によって許容度や嫌悪感はどう変

わるか
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A.1.4 インタビュー時の紙面アンケート項目

館内ポスターに関するアンケート （参加者番号：＿＿）

館内には，モニターカメラが作動しているということを

通知するポスターを貼っておりました．

1. このポスターの存在には，見学中に気がつきましたか．

絵ポスター：1.はい 2.いいえ

文字ポスター：1.はい 2.いいえ

2. ポスターに気づいた後，さらに内容を読もうと思いま

したか．（1.で「はい」の人のみ）

絵ポスター：1.はい 2.いいえ

文字ポスター：1.はい 2.いいえ

3. ポスターを実際に少しでも読みましたか．（1.で「は

い」の人のみ）

絵ポスター：1.はい 2.いいえ

文字ポスター：1.はい 2.いいえ

4. ポスターの内容について，どこまで理解できたと思い

ますか．（1.で「はい」の人のみ）

絵ポスター：（スケール）1.ほとんど理解できていな

い～3.どちらでもない～5.かなり理解できた

文字ポスター：（スケール）1.ほとんど理解できてい

ない～3.どちらでもない～5.かなり理解できた

5. ポスターの内容を見た後，その後の見学行動は何かし

ら変化しましたか．（3.で「はい」の人のみ）

絵ポスター：1.はい 2.いいえ

文字ポスター：1.はい 2.いいえ

6. モニターカメラで撮影されていたことについて，どう

感じますか．（1.で「いいえ」の方も，お答えくださ

い．）

（スケール）1.気になる～3.どちらでもない～5.気に

ならない

絵のポスターを見て，どう思いますか．

1. このポスターの趣旨は伝わりやすいと思いますか．

（スケール）1.伝わりやすい～3.どちらでもない～5.

伝わりにくい

2. このポスターでの情報の伝え方は丁寧に思いますか．

（スケール）1.思う～3.どちらでもない～5.思わない

3. このポスターの情報はご自身にとって興味のある情報

ですか．

（スケール）1.興味ある～3.どちらでもない～5.興味

ない

4. このポスターは信用できると思いますか．

（スケール）1.信用できる～3.どちらでもない～5.信

用できない

5. このポスターの情報量についてどう思いますか．

（スケール）1.多い～3.ちょうどいい～5.少ない

文字のポスターを見て，どう思いますか．

1. このポスターの趣旨は伝わりやすいと思いますか．

（スケール）1.伝わりやすい～3.どちらでもない～5.

伝わりにくい

2. このポスターでの情報の伝え方は丁寧に思いますか．

（スケール）1.思う～3.どちらでもない～5.思わない

3. このポスターの情報はご自身にとって興味のある情報

ですか．

（スケール）1.興味ある～3.どちらでもない～5.興味

ない

4. このポスターは信用できると思いますか．

（スケール）1.信用できる～3.どちらでもない～5.信

用できない

5. このポスターの情報量についてどう思いますか．

（スケール）1.多い～3.ちょうどいい～5.少ない

A.2 ウェブアンケート項目

A.2.1 事前調査

Q1. （自身と同居家族の仕事の業種）

Q2. あなたは，普段，次のうちどの端末をプライベート

で使っていますか．直近 1年間以内に使ったことがあ

るものを全てお選びください．

1. 1.デスクトップ PC

2.ノート PC

3.スマートフォン（iPhone, Xperiaなど）

4.タブレット（iPad, Xperia Tabletなど）

5.ガラケー

6.ウェアラブル端末（Apple Watch, Android Wear

など）

7.スマートスピーカー（Google Home, Alexaなど）

8.どれも使っていない

Q3. あなたは，インターネットを使って何をすることが

多いですか．直近 1年間で利用したことのあるものを

すべて教えてください．

※仕事・プライベート問わずお答えください．

1.検索・ネットサーフィン

2.ニュース・天気情報

3.メール・メッセージ

4. SNS・掲示板・ブログ・交流 5.地図・交通情報

6.ショッピング・オークション・フリマ

7.ゲーム

8.音楽・動画・漫画

9.投資・ネットバンキング・ギャンブル

10.アンケートサイト

11.その他

12.インターネットは使わない

Q4. あなたは，インターネット（メールやウェブサイト

閲覧など）を，仕事・プライベート合わせて，毎日平

均でどのくらい利用していますか．

1. 8時間以上/日

2. 3時間以上 8時間未満/日
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3. 1時間以上 3時間未満/日

4. 15分以上 1時間未満/日

5. 3分以上 15分未満/日

6. 3分未満/日

Q5. 次の中で，「あてはまらない」を選んでください．

1.あてはまる

2.どちらかといえばあてはまる

3.どちらでもない

4.どちらかといえばあてはまらない

5.あてはまらない

A.2.2 本調査

Q1. （プライバシーポリシーに関する認知度）

Q2. （プライバシーポリシーの理解度）

Q3. （プライバシーポリシーを読む場面・頻度）

Q4. （プライバシーポリシーを読む理由）

Q5. （プライバシーポリシーを読まない理由）

Q6. （プライバシーポリシーで知りたい項目）

Q7. プライバシーについての情報の提示の仕方について，

下の画像 2つをご覧になって以下の質問に答えてくだ

さい．

表示A文字のみのプライバシーポリシーの提示（図 4）

表示 Bプライバシーポリシーの他に用意された，絵を

交えた説明書きの提示（図 5）

下記の項目について，A・Bどちらがよりあてはまる

と思いますか．

（1. Aがあてはまる，2.どちらかといえば Aがあては

まる，3.どちらも変わらない，4.どちらかといえば B

があてはまる，5. Bがあてはまる）

1.読もうと思う

2.信頼できる

3.理解しやすい

4.サービスを利用したい

Q8. プライバシーについての情報の提示の仕方について，

下の画像 2つをご覧になって以下の質問に答えてくだ

さい．

表示A 文字のみのプライバシーポリシーの提示（図 4）

表示 B プライバシーポリシーの他に用意された，絵

を交えた説明書きの提示（図 5）

下記の項目について，A・Bどちらがよりあてはまる

と思いますか．

（1. Aがあてはまる，2.どちらかといえば Aがあては

まる，3.どちらも変わらない，4.どちらかといえば B

があてはまる，5. Bがあてはまる）

1.読もうと思う

2.信頼できる

3.理解しやすい

4.サービスを利用したい

5.同意しやすい

Q9. （パーソナルデータの取扱い状況に対する不安感）

Q10. （パーソナルデータの取扱い状況に対する許容度）

Q11. 個人情報の取り扱いについて，ご自身が経験・行動

したことのあるものを全て選択してください．

1.個人情報の取り扱いについて，サービス提供者に問

合せを行う

2.個人情報・パーソナルデータの取り扱いを停止する

ようオプトアウト申請をする

3.個人情報・パーソナルデータの取り扱いが不安なの

で，サービスを利用しないでおく

4.個人情報・パーソナルデータの取り扱いについて疑

問を持ち，その後そのサービス提供会社のことを嫌

いになる

5.特定サービスにおける個人情報・パーソナルデータ

の取り扱いについて疑問を持ち，SNSや掲示板等で

書き込む

6.異性につきまとわれる

7.インターネットで全く知らない人に悪口を言われる

8.迷惑メールがたくさん届く

9.自分が登録していない会社から広告の郵便物が送ら

れてくる

10.自分が登録した会社から個人情報が流出したと連

絡がくる・報道を見る

11.友人に打ちあけた秘密を，他の人にばらされる

12.覚えのない会社から営業の電話がかかってくる

13.この中に，経験・行動したことがあるものはない

Q12. （モバイル端末の位置情報の種類に関する認知度）

Q13. （パーソナルデータを取扱うサービスの使用の有無）

Q14. （位置情報を取得する公衆フリーWi-Fiの利用意向）

Q15. （Q14で利用したくないと答えた場合，その理由）

Q16. （Q14で利用したくないと答えた場合，利用しても

いいと思える条件）

Q17. （Q14で利用したいと答えた場合，その理由）

Q18. 大手企業の提供する位置情報を取得するアプリで，

下記のような会員登録の画面があったとします．この

アプリは，あなたの位置情報を個人が特定できない形

に匿名化または統計化をして，他社へ販売しています．

それぞれの画面設計を見て，あてはまるものを全て教

えてください．

※縦方向に回答してください．各項目で矢印（↓）方

向にそれぞれ選択してください．

A（図 16）B（図 17）C（図 18）D（図 19）

（1.画面 A，2.画面 B，3.画面 C，4.画面 D）

1.登録する時点で，位置情報が加工されて他社へ渡る

ことを自分は把握できると思う

2.表示の仕方は適切だと思う

3.サービス提供者は信頼できると思う

c© 2020 Information Processing Society of Japan 1172



情報処理学会論文誌 Vol.61 No.6 1146–1174 (June 2020)

4.同意・会員登録ボタンを押すことに納得感がある

5.同意・会員登録ボタンを押すことに抵抗感がある

6.うさんくさいと思う

7.登録はしないと思う

8.あてはまるものはない

Q19. 以下の個人情報の扱いに関する文章をお読みになっ

た上で，次の質問にお答えください．

＜表記 A＞（図 8）

＜表記 B＞（図 9）

上記の文章をお読みになって，どのように感じました

か．次の項目それぞれについて，最もあてはまるもの

をお選びください．

（1. Aの方があてはまる，2.どちらかといえば Aの方

があてはまる，3.どちらともいえない・どちらもあて

はまらない，4.どちらかといえば Bの方があてはま

る，5. Bの方があてはまる）

1.理解しやすい

2.イメージしやすい

3.読もうと思う

4.信頼できる

5.丁寧

6.誠実

7.好感が持てる

8.サービスを利用したい

9.納得した上でサービス利用の判断ができる

Q20. （Q19の表記 Aでの意味の読解）

Q21. （Q19の表記 Bでの意味の読解）

Q22. （プライバシーポリシーの補助的文書の認知）

Q23. （プライバシーポリシーの補助的文書の 1事例を見

た印象）

Q24. （プライバシーポリシーの補助的文書の 1事例を見

た印象）

Q25. （主要インターネットサービスのアカウント登録の

有無）

Q26. （主要スマートフォン機種の利用の有無）

Q27. （利用中サービス・スマートフォンでのプライバ

シー設定経験の有無）

Q28. （プライバシー設定機能に関する印象・意識）

Q29. （ITやインターネットに関する知識）

Q30. （プライバシー意識）
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